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行
政
法
に
お
け
る
正
統
性
に
関
す
る
一
考
察

｜
｜
国
際
行
政
法
論
の
興
隆
を
契
機
と
し
て
｜
｜

大

西

有

二

１

は
じ
め
に

本
稿
は
、
い
わ
ゆ
る
国
際
行
政
法
論
の
興
隆
を
契
機
と
し
て
、
日
本
と
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
参
照
し
、
特
に
、
行
政
法
に
お
け
る
「
正

統
性
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
海
運
、
通
信
分
野
、
あ
る
い
は
犯
罪
捜
査
の
よ
う
に
、
以
前
か
ら
、
そ
の
適
用
・
執
行
等
を
め
ぐ
っ
て
国

内
法
と
外
国
法
と
の
相
互
関
係
が
問
題
と
な
る
分
野
は
存
在
し
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
条
約
等
の
国
際
的
ル
ー
ル
が
制
定
さ
れ
、
問

題
の
適
切
な
処
理
が
一
般
的
に
図
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
多
国
籍

１
）

企
業
が
登
場
し
、
ま
た
、
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
（
そ
し

て
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
世
界
規
模
で
経
済
活
動
の
自
由
化
が
進
展
し
た
ほ
か
、
地
球
規
模
で
の
環
境
問
題
の
登
場
、
と
り

わ
け
一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
の
旧
ソ
連
の
崩
壊
・
解
体
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
と
ド
イ
ツ
の
再
統
一
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
世
界
市
場
を
分

断
し
て
き
た
政
治
的
物
理
的
障
壁
が
取
り
除
か
れ
、
さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
な
ど
を
受
け
て
、
世
界
の
経
済
活
動
が
急
激
に

そ
の
規
模
を
拡
大
し
つ
つ
、
そ
の
密
度
も
深
化
さ
せ
て
き
た
結
果
、
こ
の
二
〇
年
ほ
ど
の
間
に
世
界
の
経
済
状
況
は
新
し
い
次
元
に
突
入

129

行政法における正統性に関する一考察



し
た
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
流
れ
の
中
に
、
日
本
は
も
と
よ
り
、
中
国
、
韓
国
な
ど
の
多
く
の
ア
ジ
ア
諸
国
も
巻
き
込
ま
れ
て

２
）

い
る
。
テ

ロ
や
、
金
融
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
生
じ
て
い
る
問
題
を
見
る
と
、
政
治
的
問
題
も
ま
た
、
世
界
規
模
で
拡
大
・
深
化
し
て
い
る
こ

と
に
い
ま
さ
ら
な
が
ら
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
世
界
規
模
で
進
む
政
治
的
問
題
や
経
済
活
動
の
拡
大
・
深
化
に
伴
っ
て
、
こ
れ
ま
で

等
閑
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
み
え
る
行
政
法
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
対
し
て
も
本
格
的
な
学
問
的
関
心
が
世
界
中
で
向
け
ら
れ
始
め
て

３
）

い
る
。

そ
の
際
、
も
っ
と
も
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
問
題
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
有
害
廃
棄
物
の
越
境

移
動
を
規
制
す
る
た
め
に
一
九
八
九
年
に
採
択
さ
れ
た
「
有
害
廃
棄
物
の
国
境
を
超
え
る
移
動
及
び
そ
の
処
分
の
規
制
に
関
す
る
バ
ー
ゼ

ル
条
約
」（
バ
ー
ゼ
ル
条
約
）
を
実
施
す
る
た
め
に
一
九
九
二
年
に
「
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」（
バ
ー

ゼ
ル
法
）
が
制
定
さ
れ
て

４
）

い
る
」。
と
こ
ろ
が
、「
た
と
え
ば
バ
ー
ゼ
ル
条
約
に
関
し
て
は
、
条
約
上
の
規
制
対
象
の
確
定
を
、
締
約
国
会

議
が
定
め
る
付
属
書
に
委
ね
て
い
る
。
バ
ー
ゼ
ル
法
の
規
制
対
象
も
ま
た
条
約
付
属
書
に
委
ね
ら
れ
て
お
り（
同
法
２
条
）、
付
属
書
改
正

の
受
諾
の
判
断
に
国
会
が
関
与
し
な
い
現
状
を
も
踏
ま
え
る
と
、
法
治
主
義
と
の
緊
張
関
係
が
指
摘
で

５
）

き
る
。」。

こ
の
よ
う
に
、「
法
治
主
義
」、
こ
れ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
「
民
主
主
義
」、「
正
統
性
」
が
問
わ
れ
て
い
る
点
に
問
題
の
深
刻
さ
が
あ

る
。
し
か
も
、
背
景
に
は
、
た
と
え
ば
、「
国
際
金
融
市
場
規
制
の
分
野
で
は
国
際
的
に
規
制
水
準
を
平
準
化
す
る
必
要
性
が
高
い
。
し
か

し
、
規
制
を
執
行
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
各
国
の
規
制
行
政
機
関
で
あ
っ
て
、
国
際
的
な
規
制
執
行
組
織
は
発
達
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、

国
際
金
融
市
場
規
制
に
お
い
て
は
各
国
間
の
執
行
協
力
が
不
可
欠
と

６
）

な
る
。」と
い
う
事
情
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
規
制
対
象
や
規
制

水
準
を
各
国
の
立
法
上
統
一
す
る
の
は
、
各
国
の
政
治
的
経
済
的
事
情
か
ら
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
各
国
の
交
渉
実
務
担

当
官
僚
や
民
間
専
門
家
に
よ
る
現
場
に
お
け
る
政
策
策
定
・
実
施
基
準
策
定
が
前
面
に
登
場
す
る
こ
と
に

７
）

な
る
。
つ
ま
り
、
規
制
の
対
象
・

水
準
の
確
定
は
も
と
よ
り
規
制
の
執
行
も
ま
た
、
各
国
議
会
の
手
や
目
を
離
れ
て
、
現
場
の
担
当
官
や
専
門
家
に
い
わ
ば
「
お
任
せ
」
し
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て
い
る
現
象
が
登
場
し
て
き
て
い
る
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
一
九
五
一
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
設
立
条
約
に

よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
現
実
化
し
た
。
ま
た
、
一
九
五
七
年
の
ロ
ー
マ
条
約
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
原
子
力
共
同
体
（
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
）
が
成
立
し
、
さ
ら
に
、
一
九
六
五
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
条
約
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
、
Ｅ
Ｅ

Ｃ
、
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
は
共
通
の
理
事
会
、
委
員
会
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
合
わ
せ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
九
九
二
年
の
い
わ
ゆ
る
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
り
、
Ｅ
Ｃ
等
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
、
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
へ
と
そ

の
姿
を
変
え
て
今
日
に
至
っ

８
）
９
）

て
い
る
。
こ
の
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
こ
そ
、
各
国
行
政
法
と
Ｅ
Ｕ
（
ま
た
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
行
政
法
と
の
対
立
や

相
互
作
用
と
い
う
再
帰
的
現
象
が
集
中
的
に
登
場
し
て
お
り
、
ま
た
今
後
も
登
場
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
の
法
・
行
政

法
を
参
照
す
る
こ
と
は
、
国
際
行
政
法
の
研
究
に
と
っ
て
も
不
可
避
で
あ

10
）

ろ
う
。

注１
）

多
国
籍
企
業
に
つ
き
、
た
と
え
ば
、
参
照
、
曽
野
和
明
『
多
国
籍
企
業
問
題
入
門
｜

既
存
社
会
科
学
秩
序
へ
の
挑
戦
』（
一
九
七
八
年
）。

２
）
「
市
場
化
」
は
と
も
か
く
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
の
定
義
は
困
難
で
あ
る
。「
市
場
化
」
と
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
者
を
区
別
し
て
検
討

す
る
こ
と
が
有
益
と
し
、
国
家
が
市
場
と
向
き
合
う
際
に
直
面
す
る
多
く
の
問
題
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
以
前
か
ら
存
在
す
る
、
と
す
る
の
は
、
藤
谷
武
史「
市

場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
国
家
の
制
御
能
力
｜

公
法
学
の
課
題
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
一
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
六
七
頁
以
下
、
二
七
一
頁
注
10
で
あ

る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
公
法
学
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
（M

.
S
to
lleis

）
は
、「

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
集
合
語
は
す
で
に
、

空
疎
な
公
式
と
し
て
通
用
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
言
葉
の
核
心
領
域
は
存
在
し
て
い
る
。
地
球
の
ほ
ぼ
全
部
が
発
見
さ
れ
、
叙
述
さ
れ
、
情
報
、
金
融
、

商
品
の
流
れ
は
今
日
、
地
球
を
一
周
し
て
お
り
、
ま
た
、
地
球
に
皆
一
緒
に
住
ん
で
い
て
、
た
と
え
ば
、
種
の
多
様
性
、
森
林
、
海
、
食
料
、
そ
し
て
天
然

資
源
を
と
も
に
分
か
ち
合
う
の
で
あ
り
、
大
気
に
対
し
て
と
も
に
責
任
を
負
う
、
と
い
う
人
々
の
意
識
が
成
長
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化

は
示
し
て
い
る
。」（v

g
l.,
S
to
lleis,

Ö
ffen

tlich
es R

ech
t in D

eu
tsch

la
n
d
,
2014,

S
.
205.

）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ュ
ト
ラ
イ
ス
は
、「
世
界
貿
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易
、
電
子
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
金
融
取
引
、
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
次
ぐ
ス
ポ
ー
ツ
の
大
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
、
そ
の
他
多
く
の
も
の
が
、

国
境
を
超
え
て
生
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
従
わ
れ
る
ル
ー
ル
作
り
（R

eg
elw

erk

）
は
非
国
家
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
が

法

か
ら
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
、
世
界
規
模
で
活
動
す
る
、
伝
統
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
べ
て
免
れ
て
い
る
団
体
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。

裁
判

は
、
た
び
た
び
み
ず
か
ら

選
別
し
た
仲
裁
人
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
極
め
て
複
雑
で
巨
大
な
事
案
は
、
国
家
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
は
十
分
迅
速
に
は
、
ま

た
、〔
裁
判
官
に
〕ふ
さ
わ
し
い
専
門
知
識
に
よ
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
裁
断
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
非
国
家
的
裁
判
の
利
用
に
よ
っ
て
、
総
コ
ス
ト
が
低

下
す
る
。
ル
ー
ル
作
り
と
紛
争
の
裁
断
が
、
こ
う
し
て
、
一
七
世
紀
と
一
九
世
紀
の
間
に
多
く
の
抵
抗
を
排
し
て
実
現
さ
れ
た
国
家
の
権
力
独
占
か
ら
奪
い

取
ら
れ
る
。」（v

g
l.,
S
to
lleis,

a
a
O
(F
n
.
2),
S
.
208

）
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
国
際
行
政
法
」
に
と
っ
て
も
参
照
す
る
に
値
す
る
指
摘
で
あ
る
。

３
）

日
本
に
お
け
る
近
時
の
代
表
的
業
績
と
し
て
、
参
照
、
斉
藤
誠
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
行
政
法
」
磯
部
力
ほ
か
編
『
行
政
法
の
新
構
想

』（
二
〇
一
一
年
）

三
三
九
頁
以
下
。
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、v

g
l.,
J.
P
.
T
erh

ech
te
(H
rsg

.),
V
erw

a
ltu
n
g
srech

t d
er E

u
ro
p
a
isch

en U
n
io
n
,
2011.

ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
を
舞
台
に
ア
メ
リ
カ
・
イ
タ
リ
ア
の
研
究
者
に
よ
る
共
同
研
究
か
ら
登
場
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
行
政
法
（
Ｇ

Ａ
Ｌ
）」
に
つ
い
て
は
、see B

.
K
in
g
sb
u
ry
/N
.
K
risch

/R
.
B
.
S
tew

a
rt,

T
h
e E

m
erg

en
ce o

f G
lo
b
a
l A

d
m
in
istra

tiv
e L

a
w
,
68-A

U
T
 
L
a
w

&
C
o
n
tem

p
.
P
ro
b
s.
15
(2005).

な
お
、
こ
と
の
性
質
上
、
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
で
は
憲
法
学
に
よ
る
対
応
が
行
政
法
学
に
先
行
し
て
い
る
よ

う
に
思
う
。

４
）

参
照
、
原
田
大
樹
「
政
策
実
現
過
程
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
公
法
理
論
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
一
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
四
一
頁
以
下
、
二
四
三
頁
。

ま
た
、
バ
ー
ゼ
ル
条
約
に
つ
き
、
参
照
、
鶴
田
順
「
日
本
に
お
け
る
バ
ー
ゼ
ル
条
約
の
実
施
と
そ
の
課
題
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）

一
〇
五
頁
以
下
。

５
）

参
照
、
原
田
・
前
掲
注
（
４
）
二
四
四
頁
。

６
）

参
照
、
原
田
・
前
掲
注
（
４
）
二
四
六
頁
。

７
）

藤
谷
・
前
掲
注
（
２
）
二
七
九
頁
が
「「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
国
家
の
制
御
能
力
の
制
約
」
の
程
度
は
、
規
制
の
国
際
的
調
和
（
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
可

能
に
す
る
政
治
的
・
経
済
的
構
造
）
に
依
存
す
る
。」
と
い
う
の
も
本
稿
と
同
じ
趣
旨
の
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
国
際
政
治
・
比
較
政
治
の
視
点
か
ら
で
あ
る

が
、
遠
藤
乾
『
統
合
の
終
焉

Ｅ
Ｕ
の
実
像
と
論
理
』（
二
〇
一
三
年
）
一
四
頁
以
下
は
、「
知
的
所
有
権
、
環
境
・
安
全
規
制
、
原
産
地
規
制
な
ど
の
直
接

の
執
行
は
各
国
政
府
が
担
う
と
し
て
も
、
そ
の
ル
ー
ル
の
摺
り
合
わ
せ
か
ら
監
督
ま
で
各
国
に
任
せ
っ
き
り
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
領
域
が
広
が
っ
て
い
る
。」

と
述
べ
る
。

８
）

参
照
、
城
山
英
明
『
国
際
行
政
論
』（
二
〇
一
三
年
）
一
二
二
頁
以
下
。
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９
）

訳
語
の
問
題
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
（E

u
ro
p
a
isch

e U
n
io
n

）
を
鷲
江
義
勝
編
著
『
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
る
欧
州
統
合
の
新
展
開

Ｅ
Ｕ
の
新
基
本
条
約
』

（
二
〇
〇
九
年
）
は
「
欧
州
同
盟
」
と
呼
ぶ
。
本
稿
で
は
必
要
な
場
合
、
基
本
的
に
す
べ
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
」
と
訳
す
。
ま
た
、
参
照
、
遠
藤
・
前
掲
注

（
７
）
ⅹⅷ
（
凡
例
一
）。
二
〇
〇
七
年
調
印
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
以
外
の
組
織
は
、
合
わ
せ
て
Ｅ
Ｕ
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
な
お
、
遠
藤
・
同
書
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
、
Ｅ
Ｃ
、
Ｅ
Ｕ
の
成
立
・
内
部
事
情
等
や
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
父
」
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
の
生
涯
、
冷
戦
時
ま
た
東
方
拡
大
・

通
貨
統
合
に
際
し
て
、（
西
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
首
脳
た
ち
が
旧
ソ
連
・
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
で
な
に
を
考
え
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
、
ま
た
、
ユ
ー
ロ
危

機
の
背
景
、
ひ
い
て
は
「
国
民
国
家
」「
主
権
」「
民
主
的
正
統
性
」
を
も
含
む
幅
広
い
論
点
に
つ
い
て
、
実
に
興
味
深
い
分
析
・
検
討
を
加
え
て
お
り
、
国

際
行
政
法
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
論
の
興
隆
を
契
機
と
す
る
本
稿
に
と
っ
て
も
貴
重
な
情
報
と
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
リ
ス
ボ
ン
条
約

が
ド
イ
ツ
・
ボ
ン
基
本
法
に
適
合
し
て
い
る
か
が
争
わ
れ
た
事
案
に
関
す
る
二
〇
〇
九
年
六
月
三
〇
日
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決
（B

V
erf-

G
E 123,267

）
に
つ
い
て
、
参
照
、
門
田
孝
「
欧
州
統
合
に
対
す
る
憲
法
的
統
制
｜
リ
ス
ボ
ン
条
約
判
決
」
自
治
研
究
九
一
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
四

二
頁
以
下
。

10
）

Ｅ
Ｕ
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
、
参
照
、
大
橋
洋
一
「
多
国
間
ル
ー
ル
の
形
成
と
国
内
行
政
法
の
変
容
」『
行
政
法
学
の
構
造
的
変
革
』（
一
九
九
六
年
）
三

一
四
頁
以
下
、
三
一
七
頁
。

２

問
題
の
現
状

こ
こ
で
は
、
日
本
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
紹
介
す
る
。
ま
ず
、
日
本
の
状
況
を
概
観
す
る
。

イ
）

日
本
で
の
議
論
｜

田
中
二
郎
、
山
本
草
二
、
斉
藤
誠

一

田
中
二
郎

一
九
三
五
年
、
田
中
二
郎
「
国
際
行
政
法
」（in

tern
a
tio
n
a
les

１
）

V
erw

a
ltu
n
g
srech

t

）
は
、
一
九
三
〇
年
代
当
時
の
見
解
を
四
つ
に
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分
類
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
①
各
国
の
協
力
を
基
礎
と
す
る
共
同
的
事
務
処
理
に
関
す
る
条
約
お
よ
び
条
約
に
基
づ
く
連
合
・
同
盟
の
組

織
・
関
係
な
ら
び
に
そ
の
行
政
的
活
動
に
関
す
る
法
、
②
①
の
国
際
組
織
の
内
、
そ
の
機
関
が
公
権
的
権
限
を
有
す
る
場
合
に
の
み
、
そ

の
行
政
的
活
動
に
関
す
る
法
、
③
各
国
の
国
内
行
政
法
の
適
用
範
囲
の
限
界
ま
た
は
そ
の
国
際
的
抵
触
を
処
理
す
る
法
（
首
唱
者
は
ノ
イ

マ
イ
ヤ
ー
等
、
と
す
る
。）、
④
人
類
の
共
同
的
社
会
と
し
て
の
国
際
団
体
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
団
体
に
お
け
る
行
政
関
係
を
規
律
す
べ

き
法
、
で
あ
る
。
田
中
に
よ
れ
ば
、
こ
の
内
①
②
③
は
、
国
家
の
対
立
的
存
在
を
概
念
構
成
の
前
提
と
し
、
あ
る
い
は
国
家
を
基
礎
と
し

た
議
論
で
あ
る
が
、
④
は
国
際
団
体
の
地
盤
の
上
に
国
際
行
政
法
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
正
鵠
を
得
て
い
る
、
と
評
価

２
）

す
る
。
そ

の
上
で
、
③
と
④
は
「
必
ず
し
も
ま
っ
た
く
別
個
の
対
象
を
考
え
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
実
は
共
通
の
地
盤
の
上
に
、
一
は
そ
の
協
力

の
側
面
を
、
他
は
そ
の
対
立
の
側
面
を
、
も
っ
ぱ
ら
、
自
己
の
国
際
行
政
法
の
対
象
と
な
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も

の
で
、
む
し
ろ
そ
の
総
合
的
理
解
に
よ
っ
て
、
国
際
行
政
法
の
真
の
姿
を
把
握
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考

３
）

え
る
。」
と
す
る
。
さ
ら
に
、

「
国
際
行
政
法
は
」「
各
国
の
国
内
法
相
互
の
抵
触
処
理
に
関
す
る
法
を

４
）

指
す
」と
し
、「
行
政
上
の
渉
外
的
事
項
に
関
し
て
各
国
法
の
間
に

矛
盾
抵
触
を
生
ず
る
」「
場
合
に
い
か
な
る
原
則
に
従
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
か
の
問
題
」「
こ
れ
ノ
イ
マ
イ
ヤ
ー
等
の
い
わ
ゆ
る
国
際
行

政
法
の
問
題
に
外
な
ら

５
）

な
い
。」と
し
て
い
る
。
以
上
の
前
提
に
立
っ
て
田
中
は
、
国
際
的
統
一
法
が
な
い
等
の
場
合
、
抵
触
処
理
に
関
し

て
各
国
法
が
進
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
一
定
の
傾
向
を
暫
定
的
に
、
①「
国
家
自
存
（sta

a
tlich

e S
elb
sterh

a
ltu
n
g

）
の
原
則
」
と
②「
報

償
（Ä

q
u
iv
a
len
z

）
の
原
則
」
の
二
点
に
ま
と
め
て

６
）

い
る
。

二

山
本
草
二

一
九
八
三
年
、
山
本
草
二
「
国
際
行

７
）

政
法
」
は
、「
各
種
の
国
際
行
政
共

８
）

同
体
の
手
で
行
政
事
項
を
一
元
的
に
処
理
す
る
た
め
の
国
際
法

規
範
」、
つ
ま
り
「
国
際
法
上
の
行
政
法
」（
つ
ま
り
、
国
際
行
政
法
）
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
等
に
は
国
家
が
主
体
の
伝
統
的
な
「
抵
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触
法
規
範
と
し
て
の
国
際
行
政
法
が
い
ぜ
ん
と
し
て
有
効
に
妥
当
す
る
」
と
し
、「
国
際
行
政
法
」
は
両
者
（「
国
際
法
上
の
行
政
法
」
と

「
抵
触
法
規
範
と
し
て
の
国
際
行
政
法
」）
の
総
合
的
な
理
解
を
必
要
と
し
て

９
）

い
る
、
と
す
る
。
田
中
の
見
解
を
継
承
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
か
。
さ
ら
に
山
本
は
、
Ｅ
Ｕ
（
一
九
八
三
年
当
時
は
Ｅ
Ｃ
）
な
ど
の
今
日
の
国
際
組
織
に
目
を
転
じ
る
。
国
際
組
織
は
一
般
に
は
、
国

家
相
互
間
の
制
度
に
ほ
か
な
ら
ず
、
超
国
家
性
を
欠
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｕ
は
、
加
盟
国
を
従
属
さ
せ
る
優
越
国
家
性（su

p
er-

eta
tiq
u
e

）
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
超
国
家
性
（O
rg
a
n
isa
tio
n
s su

p
ra
n
a
tio
n
a
les

）
を
も
つ
組
織
と
称
せ
ら

10
）

れ
る
。
超
国

家
性
は
、
特
定
の
主
権
的
権
能
の
放
棄
を
義
務
づ
け
る
一
方
で
、
国
家
の
機
能
を
共
同
体
の
機
関
に
移
譲
す
る
こ
と
に
よ
る
共
通
の
権
能

の
設
定
等
、
加
盟
国
の
私
人
に
対
す
る
共
同
体
法
の
（
関
係
国
の
介
入
な
し
に
行
わ
れ
る
）
直
接
適
用
・
直
接
拘
束
性
な
ど
の
側
面
を
有

す
る
。
今
日
の
国
際
組
織
等
は
、
そ
の
基
本
条
約
（
多
数
国
間
条
約
）
で
与
え
ら
れ
た
権
能
の
行
使
を
通
じ
て
、
加
盟
国
の
国
内
行
政
法
・

行
政
作
用
に
多
様
な
影
響
を
与
え
る
。
こ
こ
で
構
成
さ
れ
た
の
が
「
国
際
法
と
し
て
の
国
際
行
政
法
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
規
範
の
設
定
、

そ
の
義
務
の
履
行
確
保
、
そ
し
て
職
務
執
行
と
い
う
三
つ
の
機
能
を
通
じ
て
、
各
国
の
行
政
事
務
に
介
入
し
こ
れ
を
規
制
す
る
、
と

11
）

い
う
。

超
国
家
性
を
も
つ
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
、「
抵
触
法
規
範
と
し
て
の
国
際
行
政
法
」
と
は
区
別
さ
れ
る
「
国
際
法
と
し
て
の
国
際
行
政
法
」
の
存

在
を
指
摘
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

三

斉
藤
誠

二
〇
一
一
年
、
斉
藤
誠
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
行

12
）

政
法
」
は
、
冒
頭
で
「
日
本
の
行
政
法
学
は
、
現
在
極
め
て
鎖
国
的
に
構
成
さ
れ
て
い

る
。」
と
す
る
が
、
現
状
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
行
政
（
法
）
の
国
際
化
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
進
ん
で
い
る
と
し
、
た
と
え
ば
、
海
上
交

通
、
国
際
電
気
通
信
と
い
っ
た
領
域
だ
け
で
な
く
、
米
国
一
九
一
四
年
ア
ン
チ
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
へ
の
対
抗

13
）

立
法
、
ス
パ
ム
メ
ー
ル

14
）

対
策
、

バ
ー
ゼ
ル
合

15
）

意

、
外
国
銀
行
の
日
本
支
店
・
代
理
店
の
免
許
要
件
に
、
当
該
外
国
に
お
け
る
「
実
質
的
に
同
等
な
取
扱
い
」
と
い
う
相
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互
主
義
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て

16
）

い
る
。「
国
際
行
政
法
」
に
つ
い
て
は
、
田
中
二
郎
（
一
九
三
五
年
）
ら
の
業
績

を
参
照
し
て

17
）

い
る
。
特
に
、
山
本
草
二
（
一
九
八
三
年
）
に
つ
い
て
は
、
ノ
イ
マ
イ
ヤ
ー
の
紹
介
論
文
（
一
九
六

18
）

九
年
）
な
ど
の
ほ
か
、

特
に
、
上
記
「
国
際
行
政
法
」（
一
九
八
三
年
）
が
紹
介
さ
れ
、
山
本
に
お
い
て
「
抵
触
法
規
範
と
し
て
の
国
際
行
政
法
と
、
国
際
行
政
共

同
体
の
定
立
す
る
国
際
法
規
範
と
し
て
の
国
際
行
政
法
の
二
元
構
造
が
今
日
な
お
妥
当
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
行
政
法
の
関
係
を
ア
ク
タ
ー
に
注
目
し
て
分
類
す
る
。
ま
ず
、
日
本
と
他
国
の
関
係
で
あ
る
水
平
関
係
と
、

日
本
と
日
本
が
加
入
し
て
い
る
国
際
組
織
等
と
の
関
係
で
あ
る
垂
直
関
係
が
区
別
さ

19
）

れ
る
。
水
平
関
係
の
中
で
は
、
対
抗
関
係
と
協
働
関

係
が
区
別
で
き
る
と
す
る
。
世
界
規
模
に
お
け
る
法
の
統
合
の
現
状
に
お
い
て
は
、「
水
平
｜
対
抗
関
係
の
も
と
で
処
理
さ
れ
る
物
事
も
多

い
。」
と
し
、
第
一
に
、「
水
平
｜
対
抗
関
係
に
お
け
る
法
的
問
題
の
考
察
枠
組
み
と
し
て
、
行
政
法
に
お
け
る
抵
触
法
に
つ
い
て
、
整
序

す
る
必
要
が
あ
る
。」
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
各
国
法
の
あ
る
程
度
の
同
質
性
・
互
換
性
を
前
提
に
す
る
私
法
と
異
な
り
、
公
法
で
は
「
各

国
公
法
間
に
は
公
法
の
規
律
内
容
と
そ
の
適
用
に
関
す
る
国
家
の
強
い
利
害
関
心
か
ら
、
公
法
の
属
地
的
適
用
、
裏
返
せ
ば
「
外
国
公
法

不
適
用
の
原
則
」が
説
か
れ
て
き
た
。」、「
公
法
の「
域
外
」適
用
が
ど
の
範
囲
で
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
主
た
る
関
心
事
で
あ
り
」、

「
私
法
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
」こ
と
を
指
摘

20
）

す
る
。
以
上
を
前
提
と
し
て
、
斉
藤
は
、

21
）

O
h
ler

を
引
用
し
つ
つ
、「
他
国

と
の
間
で
同
一
事
案
に
つ
い
て
の
規
律
の
競
合
と
紛
争
が
想
定
さ
れ
る
場
面
や
、
外
国
行
政
法
の
適
用
が
問
題
と
な
り
得
る
場
面
を
類
型

化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
関
連
国
内
法
が
抵
触
法
的
性
質
を
持
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
抵
触
法
的
な
解
決
が
、
国
際

法
及
び
国
内
法
秩
序
上
許
容
さ
れ
る
か
、
を
分
析
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
用
で
あ
ろ
う
。」と

22
）

す
る
。
具
体
的
に
は
、
抵
触
法
的
な
解
法
が

求
め
ら
れ
る
問
題
群
か
ら
、
斉
藤
は
①
外
国
行
政
行
為
の
国
内
法
に
お
け
る

23
）

効
力
、
②
外
国
行
政
法
の
適
用
、
③
国
際
的
事
案
へ
の
自
国

法
の
適
用
、
④
国
際
的
な
執
行
活
動
、
の
四
つ
を
取
り
上
げ
、
詳
細
な
検
討
を
加
え
て

24
）

い
る
。
以
上
の
水
平
｜
対
抗
関
係
と
並
ん
で
、
第

二
に
、
多
国
間
条
約
・
国
際
機
関
や
私
的
機
関
の
定
立
す
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
い
っ
た
「
垂
直
・
協
調
関
係
に
お
け
る
行
政
法
の
国
際
化
」
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の
現
状
を
分
析
す
る
。
行
政
法
が
国
際
化
す
る
基
本
構
造
、
つ
ま
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
国
内
行
政
法
に
作
用
す
る
経
路
と
し
て
、
①
条

約
・
協
定
に
よ
る
静
態
的
な
経
路
と
、
②
ヨ
リ
複
雑
で
動
態
的
な
、
組
織
・
手
続
か
ら
な
る
「
構
造
」（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
、
バ
ー
ゼ
ル
合
意
な
ど
）

に
よ
る
経
路
が
あ
り
、
①
②
共
通
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
受
容
す
る
国
内
法
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
法
の
制
御
能
力
や
「
国
家
の
役
割
」

が
ま
ず
問
わ
れ
る
も
の
の
、
こ
の
二
つ
の
問
題
に
は
い
ず
れ
も
対
処
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
国
内
法
シ
ス
テ
ム
に
生
じ
る
問

題
に
つ
い
て
、
①
条
約
・
行
政
取
極
・
そ
の
他
の
行
為
形
式
と
そ
の
国
内
化
措
置
、
②
国
際
行
政
法
の
執
行
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
③
権
利

保
護
・
紛
争
解
決
、
と
い
う
視
点
か
ら
さ
ら
に
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
①
で
は
、「
二
次
立
法
」、「
行
政
取
極
と
行
政
機
関
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
基
準
形
成
」、「
私
的
団
体
、
公
私
協
働
に
よ
る
基
準
形
成
」
が
論
じ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
手
続
の
透
明
性
、
中
立

性
、
正
統
性
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
私
的
団
体
等
に
よ
る
基
準
形
成
に
関
し
て
は
、「
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可

能
性
や
権
利
保
護
の
問
題
」
が
生
じ
、「
法
律
に
よ
る
実
質
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
確
保
や
、
基
準
定
立
組
織
の
構
成
・
手
続
に
関
す
る
原
則

の
開
拓
が
課
題
と
な
る
」
と
指
摘

25
）

す
る
。
②
で
は
、
条
約
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
定
立
し
た
規
準
の
執
行
装
置
が
検
討
さ
れ
る
。
ま
ず
国
際

組
織
等
が
「
自
ら
の
執
行
装
置
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、
各
国
に
よ
る
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
重
要
に
な
る
」
が
、
こ

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
各
国
の
履
行
状
況
報
告
と
不
遵
守
の
場
合
の
勧
告
や
助
成
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
義
務
履
行
確
保
装
置

が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
核
不
拡
散
条
約
に
お
け
る
国
際
原
子
力
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
に
よ
る
査
察
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
当
該

査
察
は
公
権
力
の
行
使
に
あ
た
る
か
ら
、
法
律
の
根
拠
が
必
要
に
な
る
。
立
法
・
基
準
定
立
の
場
合
と
同
じ
く
、
具
体
的
な
手
続
保
障
が

重
要
に

26
）

な
る
、
と
す
る
。
③
で
は
、
国
家
間
の
交
渉
・
合
意
に
よ
る
紛
争
解
決
と
は
異
な
る
制
度
、
例
え
ば
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
手
続

（
Ｄ
Ｓ
Ｂ：
D
isp
u
te S

ettlem
en
t B

o
d
y

）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
よ
る
決
定
の
正
統
性
が
問
題
と
し
て
指
摘
さ

27
）

れ
る
。「
各
主
体
の
主
観
的
権
利
の
実
現
が
」
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
よ
る
「
紛
争
解
決
手
続
に
の
み
委
ね
ら
れ
る
こ
と
は
、
他
の
回
路
を
持
っ
た
シ
ス

テ
ム
と
対
比
す
る
と
（
連
邦
制
に
お
け
る
第
二
院
や
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
議
会
の
存
在
）
問
題
に

28
）

な
る
。」
と
い
う
。
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最
後
に
、
斉
藤
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
す
る
行
政
法
理
論
の
対
応
を
論
じ
る
。
こ
こ
で
の
議
論
は
租
税
法
、
環
境
法
な
ど
の
個
々
の

特
別
行
政
法
に
お
け
る
国
際
（
化
）
法
論
に
な
る
と
同
時
に
、
水
平
関
係
に
お
い
て
、「
外
国
行
政
行
為
の
承
認
や
国
際
事
案
へ
の
国
内
行

政
法
の
適
用
」
と
い
う
公
法
抵
触
法
の
一
般
理
論
が
有
用
で
あ
り
、
ま
た
、
垂
直
｜
協
働
関
係
の
場
面
で
の
一
般
理
論
の
開
拓
も
必
要
で

あ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、「
現
時
点
で
は
、
日
本
に
お
い
て
、
一
般
行
政
法
の
レ
ベ
ル
で
の
、
実
定
法
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
反

応
は
、
顕
在
化
し
て
は
い
な
い
。」
と
し
、「
Ｅ
Ｕ
法
と
の
応
答
を
経
て
、
近
時
は
欧
州
人
権
条
約
や
〔
行
政
訴
訟
制
度
の
改
定
を
も
た
ら

29
）

し
た
〕
オ
ー
フ
ス
協
定
の
一
般
行
政
法
（
論
）
へ
の
影
響
が
及
ん
で
き
た
ド
イ
ツ
と
、
有
意
な
差
違
が
生
じ
つ
つ
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す

る
。
今
後
進
む
べ
き
方
向
と
し
て
、「
法
源
論
・
行
為
形
式
論
に
お
い
て
、
多
国
間
条
約
・
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
官
庁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ

る
「
構
造
」
形
成
へ
の
対
応
、
行
政
立
法
へ
の
条
約
に
よ
る
授
権
、
行
政
取
極
、
非
拘
束
的
な
国
際
基
準
の
問
題
」、「
外
国
法
の
適
用
も

含
め
た
行
政
法
の
国
際
的
適
用
の
問
題
」、「
文
書
の
国
際
送
達
、
職
務
共
助
、
使
用
言
語
」
が
扱
わ
れ
る
べ
き
と
し
、
ま
た
、「
情
報
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
制
御
と
い
う
手
法
」
が
一
般
行
政
法
に
お
い
て
重
要
に
な
る
、
と
い
う
。
さ
ら
に
、
一
般

行
政
法
理
論
に
お
け
る
「
法
治
国
原
理
と
権
利
保
護
、
そ
し
て
民
主
的
正
統
性
と
行
政
の
実
効
性
」
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ

ン
ト
で
あ
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
官
庁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
地
方
自
治
体
の
位
置
付
け
も
、
国
内
に
お
け
る
行
政
の
多
元
化
と
交
叉
さ
せ
な
が
ら
考

察
す
べ
き
課
題
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
斉
藤
は
、「
個
別
行
政
法
分
野
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
応
答
と
対
話
し
つ
つ
、
一

般
行
政
法
に
お
け
る
国
際
行
政
法
理
論
を
構
築
す
る
作
業
」
を
支
持
し
て
、
考
察
を
終
え
て

30
）

い
る
。

四

ま
と
め

以
上
、
三
者
の
議
論
を
通
じ
て
、
基
本
的
に
は
、「
抵
触
法
規
範
と
し
て
の
国
際
行
政
法
」
と
「
国
際
行
政
共
同
体
が
定
立
す
る
国
際
法

規
範
と
し
て
の
国
際
行
政
法
」
と
い
う
二
元
構
造
の
一
貫
し
た
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
斉
藤
は
、「
水
平
｜
対
抗
関
係
」
に
お
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け
る
抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
用
性
を
述
べ
、
ま
た
、「
垂
直
｜
協
調
（
協
働
）
関
係
」
に
お
い
て
は
、
特
に
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
よ
う
な
「
構
造
」

の
存
在
を
指
摘
し
、
ル
ー
ル
の
定
立
、
執
行
、
紛
争
処
理
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
手
続
保
障
・
透
明
性
の
確
保
、
議
会
・
法
律
の
意
義
、

民
主
的
正
統
性
等
の
問
題
の
所
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

ロ
）

ド
イ
ツ
で
の
議
論

議
論
は
興
隆
を
極
め
て
お
り
、
そ
の
概
観
は
困
難
で

31
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
の
紹
介
は
お
よ
そ
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い
。
さ

て
、
ひ
と
ま
ず
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
」
と
「
国
際
行
政
法
」
が
区
別
さ
れ
よ
う
。

一

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法

は
じ
め
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
」と
は
何
か
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
は
す
で
にE

v
erlin

g

に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
よ
う
に
、
核
心
に

お
い
て
、「
具
体
的
状
況
に
お
け
る
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〕
共
同
体
法
規
定
の
執
行
（V

o
llzu

g
 
d
er
 
g
em
ein
sch

a
ftsrech

tlich
en
 
V
o
rs-

ch
riften

）」
を
取
り

32
）

扱
う
。」。
ま
た
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
各
国
行
政
法
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
と
っ
て
、
規
律
モ
デ
ル
の
不

可
欠
の
基
礎
で
あ
り
、
共
同
体
が
み
ず
か
ら
直
接
に
執
行
で
き
る
規
範
を
創
設
し
な
か
っ
た
す
べ
て
の
事
案
に
お
い
て
、〔
Ｅ
Ｕ
法
〕実
施

の
最
重
要
な
手
段
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
各
国
行
政
法
を
概
念
上
も
、
広
義
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
シ
ス
テ
ム
の
中
に
含
め
る
こ
と
を

正
当
化
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
狭
義
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
は
、
そ
の
法
的
性
格
の
ゆ
え
に
Ｅ
Ｕ
法
を
意
味
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法

秩
序
の
諸
相
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
固
有
行
政
法
と
共
同
体
行
政
法
で

33
）

あ
る
。」。
そ
し
て
、
マ
イ
ヤ
ー（F

.
C
.M

a
y
er

）は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
行
政
法
に
関
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
の
諸
論
考
を
引
用
し
な
が
ら
、「
こ
れ
ら
の
加
盟
国
行
政
法
と
並
ん
で
、
Ｅ
Ｕ
固
有
行

政
法
が
、
Ｅ
Ｕ
の
諸
組
織
が
自
己
の
行
政
活
動
を
そ
れ
に
基
づ
い
て
執
行
す
る
法
と
し
て
登
場
す
る
。」。「
こ
れ
が
、
共
同
体
つ
ま
り
今
日
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の
Ｅ
Ｕ
行
政
法
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
力
に
基
づ
い
て
、
す
べ
て
の
加
盟
国
の
中
で
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
加
盟

国
に
対
し
て
、
拘
束
力
の
あ
る
Ｅ
Ｕ
の
行
政
法
ル
ー
ル
が
示
さ
れ
て

34
）

い
る
。」。
マ
イ
ヤ
ー
は
考
察
を
ま
と
め
て
、「
相
互
に
区
別
さ
れ
る
べ

き
、
少
な
く
と
も
四
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
の
次
元
が
あ
る
」
と
し
て
、
①
Ｅ
Ｕ
固
有
行
政
法
、
②
純
粋
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
現
象
に

か
か
わ
る
、
加
盟
国
に
適
用
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
行
政
法
、
③
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
加
工
さ
れ
た
（u

b
erfo

rm
t

）
各
国
行
政
法
、
④
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

ト
レ
ン
ド
と
各
国
の
ト
レ
ン
ド
と
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
る
諸
現
象（
共
同
法
）、
を
提
示
し
て

35
）

い
る
。
な
お
、
ピ
チ
ャ
ー
ス
は
、「「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
行
政
法
」
が
成
立
し
た
。
つ
ま
り
、
ス
ー
パ
ー
〔
超
〕
国
家
か
ら
自
律
的
法
秩
序
が
生
ま
れ
、
そ
れ
は
個
人
の
権
利
に
至
る
〔
そ

の
〕
規
律
範
囲
と
規
律
作
用
に
基
づ
い
て
、
伝
統
的
国
際
法
か
ら
区
別
さ
れ
る
し
、
む
し
ろ
、
連
邦
主
義
国
家
に
お
け
る
連
邦
法
と
比
較

す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
述
べ
て

36
）

い
る
。

二

国
際
行
政
法

つ
ぎ
に
「
国
際
行
政
法
」
で
あ
る
が
、
久
し
く
ド
イ
ツ
語
圏
で
支
配
的
だ
っ
た
用
語
法
に
よ
れ
ば
、「
国
際
行
政
法
（In

tern
a
tio
n
a
les

 
V
erw

a
ltu
n
g
srech

t

）
は
、
外
国
に
関
わ
る
（「
国
際
的
」）
事
案
に
お
い
て
、
あ
る
国
の
行
政
官
庁
と
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ

き
｜

自
己
の
、
あ
る
い
は
、
他
者
の
｜

法
は
ど
れ
か
に
関
す
る
規
定
を
含
む
、
国
家
の
諸
々
の
法
規
範
の
総
体
で

37
）

あ
る
。」。
ま
た
、

「「
国
際
的
」
と
い
う
形
容
詞
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
行
政
法
の
諸
規
定
は
各
国
の
法
（n

a
tio
n
a
les R

ech
t

）
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、

国
際
法
の
構
成
要
素
で
は
な
い
。
そ
の
名
称
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
が
国
際
的
事
案
に
関
係
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
。
ゆ
え
に
、
国
際
組

織
と
超
国
家
共
同
体
の
行
政
法
は
国
際
行
政
法
に
は
属
さ

38
）

な
い
。」
と
い
う
も
の
で

39
）

あ
っ
た
。

二
〇
〇
五
年
、O

h
ler

は
、
国
際
私
法
に
倣
っ
て
造
り
出
さ
れ
た
国
際
行
政
法
と
い
う
概
念
の
多
義
性
を
指
摘
す
る
。O

h
ler

に
よ
る
と
、

ま
ず
第
一
に
、
ロ
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
に
遡
る
立
場
は
、
現
在
、
国
際
行
政
組
織
法
に
研
究
の
重
点
を
移
し
、
世
界
保
健
機
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構
な
ど
の
機
関
に
よ
る
規
範
化
を
対
象
と
す
る
。
つ
ぎ
に
第
二
に
、
国
際
行
政
法
を
国
際
組
織
の
内
部
法
に
よ
っ
て
特
定
す
る
理
解
が
あ

り
、
現
在
で
は
、
固
有
行
政
法
（
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
）
や
人
事
制
度
に
か
か
わ
る
官
吏
法
が
語
ら
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
抵
触
法

の
伝
統
上
に
あ
る
立
場
で
、
国
際
行
政
法
の
「
境
界
付
け
法
（G

ren
zrech

t

）」
を
収
集
、
体
系
化
す
る
試
み
で
あ
り
、
ノ
イ
マ
イ
ヤ
ー

（N
eu
m
ey
er

）
に
遡
る
。O

h
ler

自
身
は
、
国
際
行
政
法
概
念
に
代
え
て
抵
触
公
法
（o

ffen
tlich

es K
o
llisio

n
srech

t

）
と
い
う
概
念
を

用

40
）

い
る
け
れ
ど
も
、O

h
ler

は
、「
ま
さ
し
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
、
こ
こ
で
抵
触
法
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
公
法
の
生
き
生
き
と
し

た
継
続
的
発
展
を
伴
っ
た
。
は
っ
き
り
し
た
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
今
日
、
他
の
加
盟
国
の
官
庁
も
、
ド
イ
ツ
の
官
庁
も

外
国
で
ド
イ
ツ
行
政
法
を
適
用
す
る
よ
う
に
、
国
内
で
か
の
国
の
行
政
法
を
執
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
展
開
は
警
察
法
、

特
に
、
銀
行
・
保
険
監
督
法
に
当
て
は

41
）

ま
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

三

ま
と
め

以
上
の
概
観
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
ま
ず
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
」
と
「
国
際
行
政
法
」
は
さ
し
あ
た
り
異
な
る
概
念
だ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
」が
登
場
し
た
背
景
に
は
Ｅ
Ｕ
の

存
在
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
国
際
行
政
法
」
が
興
隆
し
て
き
た
背
景
に
も
Ｅ
Ｕ
の
存
在
や
、O

h
ler

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

統
合
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
問
題
の
性
質
上
、
後
者
は
Ｅ
Ｕ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
な
し
で
も
、
つ
ま
り
日
本
で
も
議
論
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、O

h
ler

が
国
際
行
政
法
概
念
を
分
析
す
る
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
に
関
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
の
「
固
有

行
政
法
」
を
引
用
し
て
い
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
が
密
接
に
関
連
・
重
複
・
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ

う
。さ

て
、
次
に
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
」
と
「
国
際
行
政
法
」
を
特
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
議
論
の
中
に
登
場
し
て
い
る
諸
問
題
の
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中
か
ら
、
問
題
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、「
正
統
性
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
検
討
を
加
え
、「
正
統
性
」
理
解
の
多
様
性
を
示
し
た
い
。

注１
）

末
広
厳
太
郎
・
田
中
耕
太
郎
編
『
岩
波
法
律
学
辞
典
⑵
』（
一
九
三
五
年
）
七
八
七
頁
三
段
以
下
。

２
）

参
照
、
田
中
・
前
掲
注
（
１
）
七
八
八
頁
一
段
以
下
、
七
八
九
頁
一
段
。

３
）

参
照
、
田
中
・
前
掲
注
（
１
）
七
八
九
頁
二
段
以
下
、
三
段
。
以
上
、
引
用
に
際
し
、
一
部
漢
字
仮
名
遣
い
を
改
め
た
。

４
）

参
照
、
田
中
・
前
掲
注
（
１
）
七
九
〇
頁
一
段
。

５
）

参
照
、
田
中
・
前
掲
注
（
１
）
七
九
一
頁
二
段
。
な
お
、
ノ
イ
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、「
国
際
行
政
法
と
は
、「
対
外
行
政
に
関
す
る
行
政
法
」（
対
外
目
的

の
た
め
に
行
政
上
の
強
制
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
国
内
法
規
）を
い
い
、
そ
れ
は
そ
の
成
立
の
淵
源
か
ら
も
構
成
要
件
か
ら
も
国
内
法
規
範
で
あ
る
、
と
い
う
。

国
内
行
政
事
務
と
峻
別
さ
れ
た
国
際
社
会
に
固
有
の
行
政
事
務
は
、
こ
れ
を
執
行
す
る
た
め
の
国
際
行
政
機
構
の
存
在
を
欠
く
以
上
、
実
在
し
な
い
。」。
以

上
に
引
用
し
た
ノ
イ
マ
イ
ヤ
ー
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
山
本
草
二
「
国
際
行
政
法
」『
現
代
行
政
法
大
系
第
１
巻
』（
一
九
八
三
年
）
三
二
九
頁
以
下
、

三
三
三
頁
。

６
）

参
照
、
田
中
・
前
掲
注
（
１
）
七
九
一
頁
三
段
以
下
。

７
）

山
本
・
前
掲
注
（
５
）
三
二
九
頁
以
下
。

８
）

山
本
・
前
掲
注
（
５
）
三
三
一
頁
は
、
国
際
行
政
共
同
体
をin

tern
a
tio
n
a
les V

erw
a
ltu
n
g
sg
em
ein
sch

a
ften

と
表
記
し
て
い
る
。

９
）

山
本
・
前
掲
注
（
５
）
三
三
三
頁
。
さ
ら
に
、
山
本
は
、
同
三
六
三
頁
以
下
で
「
国
際
行
政
法
は
、
今
日
で
も
な
お
、
抵
触
法
規
範
と
国
際
法
規
範
と
い

う
二
元
構
造
を
も
っ
て
」
い
る
、
と
し
た
う
え
で
、「
そ
れ
ら
の
相
互
作
用
を
実
証
的
に
検
討
す
る
こ
と
」
を
「
重
要
な
課
題
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

10
）

参
照
、
山
本
・
前
掲
注
（
５
）
三
五
四
頁
。

11
）

参
照
、
山
本
・
前
掲
注
（
５
）
三
五
四
頁
以
下
。
山
本
・
前
掲
注
（
５
）
三
五
五
頁
以
下
は
、「
規
範
設
定
」「
履
行
確
保
」「
職
務
執
行
」
と
い
う
「
三
つ

の
機
能
」
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
な
お
、
山
本
・
前
掲
注
（
５
）
三
三
二
頁
は
「
三
つ
の
機
能
」
を
述
べ
る
文
献
と
し
て
、
注
２
に
お
い
て
、H

.
S
teig

er,

Z
u
r S

tru
k
tu
r d
er K

o
n
tro
ll-
u
n
d D

u
rch

setzu
n
g
sv
erfa

h
ren g

eg
en
u
b
er M

itg
lied

sta
a
ten in In

tern
a
tio
n
a
len O

rg
a
n
isa
tio
n
en
,
I.
v
o
n

 
M
u
n
ch

(H
rsg

.),
S
ta
a
tsrech

t
-
V
o
lk
errech

t
-
E
u
ro
p
a
rech

t,
F
estsch

rift fu
r H

.-J.
S
ch
lo
ch
a
u
er zu

m
 
75.

G
eb
u
rtsta

g
,
1981,

S
.
649

を

引
用
し
て
い
る
。
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12
）

斉
藤
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
行
政
法
」
磯
部
力
ほ
か
編
『
行
政
法
の
新
構
想

』（
二
〇
一
一
年
）
三
三
九
頁
以
下
。
な
お
、
斉
藤
、
同
論
文
三
七
四
頁
（
追

記
）
に
よ
る
と
、
同
論
文
は
二
〇
〇
八
年
五
月
に
一
度
脱
稿
し
て
い
た
、
と
い
う
。

13
）

A
ct o

n S
p
ecia

l M
ea
su
res co

n
cern

in
g th

e O
b
lig
a
tio
n to R

etu
rn P

ro
fit th

a
t is R

eceiv
ed u

n
d
er th

e U
.S
.
A
n
ti-d

u
m
p
in
g A

ct o
f

 
1916,

2004.

14
）

M
u
ltila

tera
l M

em
o
ra
n
d
u
m
 
o
f U

n
d
ersta

n
d
in
g
 
co
n
cern

in
g
 
th
e a

n
tisp

a
m
 
o
f 2006

(M
O
U
);
Jo
in
t d

ecla
ra
tio
n
 
co
n
cern

in
g
 
th
e

 
a
n
tisp

a
m
 
w
ith G

erm
a
n
y 2007.

15
）

B
a
sel II:

In
tern

a
tio
n
a
l C

o
n
v
erg

en
ce o

f C
a
p
ita
l M

ea
su
rem

en
t a

n
d
 
C
a
p
ita
l S

ta
n
d
a
rd
s:
A
 
R
ev
ised

 
F
ra
m
ew
o
rk
 
Ju
n
e
 
2004

(In
tern

a
tio
n
a
le K

o
n
v
erg

en
z d

er E
ig
en
k
a
p
ita
lm
essu

n
g u

n
d d

er E
ig
en
k
a
p
ita
la
n
fo
rd
eru

n
g
en

-
Ü
b
era

rb
eitete R

a
h
m
en
v
erein

b
a
r-

u
n
g 10.

Ju
n
i 2004.

な
お
、
バ
ー
ゼ
ル
合
意

が
成
立
し
て
い
る
。B

a
sel III:

A
 
g
lo
b
a
l reg

u
la
to
ry fra

m
ew
o
rk fo

r m
o
re resilien

t b
a
n
k
s a
n
d

 
b
a
n
k
in
g sy

stem
s D

ecem
b
er 2010

(B
a
sel III:

E
in g

lo
b
a
ler R

eg
u
lieru

n
g
sra

h
m
en fu

r w
id
ersta

n
d
sfa
h
ig
ere B

a
n
k
en u

n
d B

a
n
k
en
sy
s-

tem
e).

16
）

参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
四
〇
頁
以
下
。

17
）

参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
四
四
頁
以
下
。
ほ
か
に
、
杉
村
章
三

「
国
際
行
政
法
」
田
中
二
郎
ほ
か
編
『
行
政
法
講
座
第
１
巻
』（
一
九
五
六
年
）

三
一
九
頁
｜
三
三
一
頁
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

18
）

山
本
「
国
際
行
政
法
の
存
立
基
礎
」
国
際
法
外
交
雑
誌
六
七
巻
五
号
（
一
九
六
九
年
）
一
四
頁
〜
三
四
頁
。

19
）

参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
四
八
頁
注
29
で
は
、
日
本
と
日
本
が
加
入
／
参
加
し
て
い
な
い
組
織
／
制
度
と
の
関
係
と
い
う
斜
め
の
関
係
が
あ
る
こ

と
も
指
摘
し
て
い
る
。

20
）

参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
四
九
頁
。

21
）

C
h
r.
O
h
ler,

D
ie K

o
llisio

n
so
rd
n
in
g d

es A
llg
em
ein
en V

erw
a
ltu
n
g
srech

ts,
2005,

S
.
48 ff.

22
）

参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
五
〇
頁
。

23
）

特
に
、
承
認
（reco

g
n
itio

n
：

内
記
香
子
『
Ｗ
Ｔ
Ｏ
法
と
国
内
規
制
措
置
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
八
二
頁
）。

24
）

参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
五
一
頁
〜
三
六
一
頁
。

25
）

以
上
、
参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
六
二
頁
〜
三
六
八
頁
。

26
）

参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
六
八
頁
〜
三
七
〇
頁
。
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27
）

参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
七
〇
頁
以
下
。

28
）

参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
七
一
頁
。

29
）

参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
六
二
頁
注
79
の
表
現
。

30
）

以
上
、
参
照
、
斉
藤
・
前
掲
注
（
12
）
三
七
一
頁
以
下
。

31
）

さ
し
あ
た
り
、
次
の
文
献
リ
ス
ト
を
参
照
の
こ
と
。V

g
l.,
J.
P
h
.
T
erh

ech
te
(H
rsg

.),
V
erw

a
ltu
n
g
srech

t d
er E

u
ro
p
a
isch

en U
n
io
n
,
2010,

S
.

307 f.
u
n
d S

.
1437 f.

ド
イ
ツ
で
は
「
国
際
行
政
法
」「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
」
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
を
契
機
と
し
た
「
行
政
の
正
統
性
論
」
も

豊
富
で
、
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
参
照
で
き
な
か
っ
た
が
、
た
と
え
ば
、H

.-H
.
T
ru
te,

D
ie d

em
o
k
ra
tiesch

e L
eg
itim

a
tio
n d

er V
erw

a
ltu
n
g
,
in
:

H
o
ffm

a
n
n
-R
iem

/S
ch
m
id
t-A

ß
m
a
n
n
/V
o
ß
k
u
h
le(H

rsg
.),
G
ru
n
d
la
g
en d

es V
erw

a
ltu
n
g
srech

ts,
B
d
.
I,
2006,

S
.
307 ff.

な
ど
が
あ
る
。

32
）

V
g
l.,
U
.
M
a
g
er,

E
n
tw
ick

lu
n
g
slin

ien d
es E

u
ro
p
a
isch

en V
erw

a
ltu
n
g
srech

ts,
D
ie V

erw
a
ltu
n
g
,
B
eih
eft 10,

2010,
S
.
11 ff.

(13 f.).

本
文
の
引
用
に
は
す
ぐ
に
「
こ
の
定
義
は
し
か
し
解
説
あ
る
い
は
補
足
を
必
要
と
す
る
。
第
一
に
、
こ
こ
で
の
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
〕
共
同
体
法
、
も
っ
と
う
ま

く
言
う
と
連
合
法
（u

n
io
n
srech

tlich
en

）
規
定
に
は
、
そ
の
根
拠
を
連
合
法
に
持
つ
各
国
法
の
ル
ー
ル
も
算
入
さ
れ
る
。
第
二
に
、「
具
体
的
状
況
に
お
け

る
執
行
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
第
二
次
あ
る
い
は
第
三
次
法
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
責
務
引
き
受
け
に
拡
大
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
具
体
的

状
況
へ
の
限
定
は
、
直
接
第
一
次
法
で
割
り
当
て
ら
れ
た
権
限
の
行
使
、
別
言
す
る
と
、
立
法
作
用
か
ら
の
境
界
付
け
に
と
っ
て
の
み
意
義
を
持
つ
。
最
後

に
、
法
領
域
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
は
Ｅ
Ｕ
法
を
執
行
す
る
た
め
の
各
国
法
の
採
用
に
も
拡
大
す
る
。」と
い
う
補
足
が
続
い
て
い
る
。
な
お
、
引
用
さ

れ
て
い
るE

v
erlin

g

の
論
文
は
、U
.
E
v
erlin

g
,
E
lem

en
te ein

es eu
ro
p
a
isch

en V
erw

a
ltu
n
g
srech

ts,
D
V
B
l.
1983,

S
.
649(649)

で
あ
る
。

33
）

V
g
l.,
E
.
S
ch
m
id
t-A

ß
m
a
n
n
,
D
a
s A

llg
em
ein
e V

erw
a
ltu
n
g
srech

t a
ls O

rd
n
u
n
g
sid
ee,

G
ru
n
d
la
g
en u

n
d A

u
fg
a
b
en d

er v
erw

a
ltu
n
g
-

srech
tlich

en S
y
stem

b
ild
u
n
g
,
2.
A
u
fl.,

2004,
7.
K
a
p
.
R
n
.
13
(S
.
385).

本
書
引
用
に
際
し
、
出
版
さ
れ
た
二
〇
〇
四
年
の
の
ち
に
、
二
〇
〇
七
年

調
印
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
存
在
し
て
い
る
た
め
、
原
文
の
Ｅ
Ｇ
（
Ｅ
Ｃ
）
を
Ｅ
Ｕ
に
改
め
た
。
さ
ら
に
同
書
の
翻
訳
書
で
あ
る
、
太
田
匡
彦
ほ
か
訳
『
行
政

法
理
論
の
基
礎
と
課
題

秩
序
づ
け
理
念
と
し
て
の
行
政
法
総
論
』（
二
〇
〇
六
年
）三
二
頁
枠
番
号
51
参
照
。
な
お
、
右
翻
訳
書
で
は
、
原
書
第
七
章「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
行
政
法
の
発
展
」
は
残
念
な
が
ら
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
。

34
）

V
g
l.,
F
.
C
.
M
a
y
er,

E
u
ro
p
a
isch

es V
erw

a
ltu
n
g
srech

t u
n
d n

a
tio
n
a
les V

erfa
ssu

n
g
srech

t,
in
:
T
erh

ech
te
(H
rsg

.),
a
a
O
(F
n
.
31),

S
.

307 ff.
(310).

35
）

V
g
l.,
M
a
y
er,

a
a
O
(F
n
.
34),

S
.
311.

36
）

参
照
、
ピ
チ
ャ
ー
ス
／
大
西
有
二
訳
「
晩
期
近
代
国
家
の
行
政
法
｜

現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
経
済
的
、
生
態
的
、
そ
し
て
社
会
的
発
展
状
況
を
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背
景
と
し
た
ド
イ
ツ
行
政
法
の
変
容
｜

」
法
学
研
究
（
北
海
学
園
大
学
）
五
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
五
八
頁
以
下
、
二
四
四
頁
。

37
）

V
g
l.,
G
.
H
o
ffm

a
n
n
,
In
tern

a
tio
n
a
les V

erw
a
ltu
n
g
srech

t,
in
:
I.
v
o
n M

u
n
ch
(H
rsg

.),
B
eso

n
d
eres V

erw
a
ltu
n
g
srech

t,
5.
A
u
fl.,

1979,

S
.
781(789).

同
書
七
八
九
頁
本
文
、
お
よ
び
脚
注
15
に
引
用
さ
れ
た
文
献
情
報
に
よ
る
と
、Isa

y

、N
eu
m
ey
er

、S
ch
lo
ch
a
u
er

と
い
う
こ
の
分
野
に
お

け
る
先
駆
的
学
者
も
同
様
に
定
義
し
て
い
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

38
）

V
g
l.,
H
o
ffm

a
n
n
,
a
a
O
(F
n
.
37),

S
.
791.

39
）

以
上
に
つ
き
、
さ
ら
に
参
照
、E

.
S
ch
m
id
t-A

ß
m
a
n
n
,
Ü
b
erleg

u
n
g
en
 
zu
 
B
eg
riff

 
u
n
d
 
F
u
n
k
tio
n
sk
reisen

 
d
es
 
In
tern

a
tio
n
a
len

 
V
erw

a
ltu
n
g
srech

ts,
in
:
S
.
M
a
g
iera

/K
.-P
.
S
o
m
m
erm

a
n
n
/J.

Z
iller

(H
rsg

.),
V
erw

a
ltu
n
g
sw
issen

sch
a
ft u

n
d V

erw
a
ltu
n
g
sp
ra
x
is in

 
n
a
tio
n
a
ler u

n
d tra

n
sn
a
tio
n
a
ler P

ersp
ek
tiv
e:
F
estsch

rift fu
r H

.
S
ied
en
to
p
f zu

m
 
70.

G
eb
u
rtsta

g
,
2008,

S
.101 ff.

(103).

40
）

V
g
l.,
O
h
ler,

a
a
O
(F
u
.
21),

S
.
2 f.

41
）

V
g
l.,
O
h
ler,

a
a
O
(F
n
.
21),

S
.
5.

３

問
題
の
検
討

イ
）

二
つ
の
正
統
性
理
解
｜

イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
｜

国
外
か
ら
の
法
的
影
響
の
経
路
と
し
て
、
伝
統
的
に
は
条
約
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
国
内
で
実
施
す
る
法
律
が
国
会
に
よ
っ
て
制
定
さ

れ
る
。
こ
こ
で
は
正
統
性
不
足
と
い
う
問
題
は
、
原
則
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
条
約
・
条
約
実
施
法
律
と
い
う
経
路

外
か
ら
の
法
的
影
響
に
お
い
て
、「
正
統
性
」
が
問
題
と
な
り
得
る
。

で
は
、
正
統
性
が
希
薄
（
も
し
く
は
不
在
）
で
あ
る
と
い
う
状
況
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
、
で
き
る
の
か
。
こ
こ
で
参
照
す
る

に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、

１
）

Ｅ
Ｕ
と
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
（
ニ
ュ
ー
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
を
め
ぐ
る
議
論
で

２
）

あ
る
。
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一

Ｅ
Ｕ
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
議
論

ま
ず
、
Ｅ
Ｕ
自
体
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
る
。
は
じ
め
に
、
行
政
法
学
者
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
の
見
解
を
み
る
こ
と
に

し
よ
う
。
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
共
同
体
権
力
は
、
理
事
会
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
（R

a
t u
n
d d

a
s E

u
ro
p
isch

e P
a
rla
m
en
t

）
に
よ
っ
て
異
な
る
諸
原
理
に
基
づ
き

調
達
さ
れ
る
二
重
の
正
統
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
理
事
会
で
糾
合
さ
れ
た
執
政
府
は
各
国
議
会
シ
ス
テ
ム
へ
の
附
合
に
よ
っ
て
正
統
化

さ
れ
、
加
盟
国
の
正
統
性
を
次
に
渡
し
て
ゆ
く
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
は
共
同
体
に
ま
と
め
ら
れ
る
諸
国
の
国
民
に
よ
る
直
接
選
挙
か
ら
生

じ
る
独
自
の
正
統
性
を
有
す
る（
Ｅ
Ｇ
一
八
九
条
）。
加
盟
国
の
独
自
の
正
統
性
が
共
同
し
て
共
同
体
権
力
の
民
主
的
基
盤
を
形
成
し
て
い

る
。
こ
の
点
で
一
致
が
あ
る
。
争
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
正
統
性
の
二
つ
の
重
み
と
両
者
の
相
互
関
係
の
今
後
の
展
開
で

３
）

あ
る
。」。

右
は
一
般
的
な
次
元
で
の
議
論
で
あ
る
。
次
に
、
Ｅ
Ｕ
執
政
府
で
あ
る
「
委
員
会
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
委
員
会
は
、
加
盟
国
政
府
の
側
で
の
議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
メ
ン
バ
ー
の
任
命
を
通
じ
た

メ
ン
ト

正
統
性
を
有
す
る
。」。「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
共
同
体
行
政
の
実
質
的
合
理
性
は
、
特
に
、
理
事
会
と
議
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
へ
の
拘
束
を
通
じ
て
、
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
共
同
体
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
設
立
条
約
二
七
四
条
に
基
づ
く
共
同
体
財
政
を
通
じ
た
制
御
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

独
立
機
関
の
実
質
的
正
統
性
は
ぐ
ら
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
責
務
が
技
術
的
補
助
的
機
能
で
あ
る
限
り
、
受

忍
で
き
る
。
独
自
に
実
施
さ
れ
る
活
動
の
増
大
す
る
政
治
的
重
み
は
、
参
加
エ
レ

、
そ
の

の
中
よ
り
も
む
し
ろ
、
専
門
家
に
よ
る
鑑
定
の

確
実
性
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
正
統
化
の
付
加
的
な
試
み
を
要
求
し
て
い
る
。」〔
イ
タ
リ
ッ
ク

４
）

原
文
〕。

委
員
会
に
つ
い
て
は
、
人
的
正
統
性
の
ほ
か
、
法
へ
の
拘
束
、
財
政
に
よ
る
制
御
を
根
拠
に

い
る
。

正
統
性
を
認
め
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、「
独
立
機
関
」
に
つ
い
て
は
、
正
統
性
を
強
化
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て

技
術
的

独
立
機
関
の
権
能
を
「

機

助
的

補

的
な

人
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能
」
に
限
定
す
る
か
、「
鑑
定
の
確
実
性
」
と
い
う
そ
の
判
断
の
専
門
的
実
質
的
合
理
性
の
確
保
、
そ
れ
を
実
証
す
る
能
力
が
要
求
さ
れ
よ

う
。
と
こ
ろ
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
に
よ
る
「
委
員
会
」
へ
の
正
統
性
の
根
拠
付
け
方
は
、
日
本
に
お
け
る
行
政
委
員
会
の
正
当

化
の
仕
方
と
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
的
側
面
と
予
算
に
よ
る
制
約
が
日
本
で
も
指
摘
さ
れ
て

５
）

い
る
。

つ
ぎ
に
、
Ｅ
Ｕ
政
治
の
専
門
家
で
あ
る
遠
藤
乾
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
問
題
の
背
景
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
正
統
性
を
確
立
し
保
持

す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
な
く
な
っ
た
と
き
に
あ
と
か
ら
気
づ
く
性
質
の
も
の

で
あ
る
。」。「
正
統
性
の
危
機
が
訪
れ
、
大
概
そ
の
と
き
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
不
在
を
問
う
こ
と
に

６
）

な
る
。」。
Ｅ
Ｕ
で
は
、「
一
九
八

七
年
の
単
一
欧
州
議
定
書
の
発
効
と
前
後
し
て
、
理
事
会
で
特
定
多
数
決
に
よ
る
立
法
が
可
能
と
な
り
、
加
盟
国
政
府
が
単
一
市
場
関
連

分
野
の
決
定
に
お
い
て
拒
否
権
を
失
っ
た
」、「
こ
れ
は
、
自
国
政
府
を
拘
束
す
る
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
民
主
制
の
根
幹
を
揺
る
が
し
、

従
来
の
民
主
的
回
路
で
制
御
で
き
な
い
決
定
領
域
が
拡
が
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。」。「
こ
こ
で
「
不
在
」
だ
っ
た
の
は
、
Ｅ
Ｕ
と
い
う

命
令
権
力
の
発
展
が
民
主
的
な
制
御
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
感
覚
で
あ
っ
た
」。「
こ
の
民
主
的
制
御
の
「
不
在
」
感
覚
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
民
主
制
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
考
え
れ
ば
、
直
接
選
挙
を
経
た
欧
州
議
会
（
立
法
府
）
が
そ
の
多
数
派
を
も
っ
て
欧
州
委
員
会
・
理
事
会
（
執

政
府
）を
制
御
す
る
こ
と
で
、
矯
正
可
能
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。」。
し
か
し
、「
欧
州
議
会
に
お
け
る
多
数
決
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
た
民
主

的
制
御
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
Ｅ
Ｕ
で
は
作
動
し
に

７
）

く
い
。」。
遠
藤
が
言
う
こ
の
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
は
近
代
国
民
国
家
に
通
常
の
、
執
政
府
（
行

政
権
）
に
対
す
る
「
民
主
的
制
御
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
Ｅ
Ｕ
で
「
民
主
的
制
御
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
作
動
し
に
く
い
理

由
を
、
遠
藤
は
、「〔
欧
州
〕議
会
の
権
限
・
機
能
」、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
の
政
党
・
選
挙
法
」、「
選
挙
と
投
票
率
」、「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
」、

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
公
共
空
間
」と
い
う
五
つ
の
視
点
か
ら
検
討
し
て

８
）

い
る
が
、
こ
の
検
討
内
容
の
紹
介
は
省
略
す
る
。
本
稿
に
と
っ
て
重
要

な
の
は
、
遠
藤
が
こ
こ
で
援
用
す
る
、
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ャ
ル
フ
の
「
入
力
志
向
」「
出
力
志
向
」
の
正
統
性
と
い
う
議
論
で

９
）

あ
る
。
遠
藤
は

次
の
よ
う
に
い
う
。

147

行政法における正統性に関する一考察



「
こ
の
「
入
力
」「
出
力
」
の
区
別
は
、
共
同
体
メ
ン
バ
ー
の
影
響
力
を
重
視
す
る
立
場
と
、
共
同
体
全
体
の
統
治
能
力
を
重
視
す
る
立

場
の
区
別
に
対
応
し
て
お
り
」、「
ダ
ー
ル
に
よ
る
民
主
主
義
の
二
要
素
、「
市
民
参
加
」
と
「
シ
ス
テ
ム
効
能
」
に
合
致
す
る
。
そ
し
て
留

意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
双
方
の
側
面
が
と
も
に
正
統
性
の
民﹅
主﹅
的﹅
理
念
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。」〔
傍
点
原
文
〕。「
一
方

で
市
民
に
よ
る
入
力
（
参
加
）
な
く
し
て
民
主
的
に
正
統
と
は
い
え
な
い
し
、
他
方
で
入
力
プ
ロ
セ
ス
か
ら
出
て
き
た
決
定
が
共
通
の
福

祉
の
前
進
に
ま
っ
た
く
寄
与
し
な
い
場
合
も
ま
た
民
主
的
に
正
統
と
は
い
い
が
た
い
と
い
う
主
張
が
見
て
と
れ
、「
民
主
主
義
」は
ど
ち
ら

に
も
還
元
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」。
入
力
志
向
・
出
力
志
向
ど
ち
ら
か
一
つ
が
欠
け
て
も
民
主
主
義
は
成
り
立
た
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
正
統
性
を
、
こ
の
「
入
力
」「
出
力
」
の
二
側
面
か
ら
再
構
成
す
る
と
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
後
者
の
「
出
力
」
の
側
面
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
Ｅ
Ｕ
は
国
民
国
家
が
単
独
で
効
果
的
に
な
し
え
な
い
こ
と
を
補
塡
し
、
そ
の
こ
と

で
統
治
能
力
を
共
同
で
引
き
上
げ
る
政
治
体
だ
と
い
う
こ
と
が
で

10
）

き
る
。」。

遠
藤
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、「「
出
力
」
に
お
け
る
正
統
性
を
Ｅ
Ｕ
が
増
進
し
う
る
と
い
う
可
能
性
を
確
認

11
）

し
た
」
あ
と
、「
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
進
展
と
と
も
に
、
国
民
国
家
の
自
己
制
御
能
力
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
な
か
で
、
長
い
間
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
治
空
間
を
自
明
の
も
の

と
し
て
き
た
「
民
主
主
義
」「
正
統
性
」
と
い
う
概
念
自
体
、
政
治
理
論
に
お
け
る
シ
リ
ア
ス
な
再
検
討
が
求
め
ら
れ
て

12
）

い
る
。」
と
し
て

13
）

い
る
。

先
に
み
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
の
評
価
と
比
較
し
て
相
当
悲
観
的
な
立
場
で
あ
る
と
の
印
象
を
受
け
る
。
行
政
法
学
者
と
国
際
政

治
学
者
の
観
点
の
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
で
は
あ
る
が
、
法
律
家
は
形
式
的
な
議
論
に
な
り
が
ち
な
の
に
対
し
て
、
政
治
学
者
は
実
質

的
な
議
論
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
同
じ
こ
と
は
、
次
に
み
る
経
営
学
者
シ
ェ
ド
ラ
ー
と
国
法
学
者
マ
ス
ト
ロ
ナ
ル
デ
ィ
の
論

争
に
つ
い
て
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
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二

Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
お
け
る
正
統
性
論
議

つ
ぎ
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
で
あ
る
が
、
民
間
経
営
手
法
の
公
的
セ
ク
タ
ー
へ
の
導
入
を
志
向
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｍ
は
、
国
民
を
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
消
費

者
で
あ
る
「
顧
客
」
と
し
て
理
解
す
る
。
さ
て
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
行
政
改
革
モ
デ
ル
で
あ
る
Ｗ
ｏ
Ｖ
（W

irk
u
n
g
so
rien

tierte
 
V
er-

w
a
ltu
n
g

（
成
果
志
向
行
政
））
を
理
論
的
に
指
導
す
る
経
営
学
者
シ
ェ
ド
ラ
ー
と
、
国
法
学
者
マ
ス
ト
ロ
ナ
ル
デ
ィ
の
議
論
を
簡
単
に
紹

介
し

14
）

よ
う
。

シ
ェ
ド
ラ
ー
は
い
う
。「
Ｎ
Ｐ
Ｍ
は
け
れ
ど
も
〔
功
利
主
義
（U

tilita
rism

u
s

）
と
対
比
さ
れ
る
〕
義
務
論
的
要
求
（p

flich
ten

eth
isch

e
 

F
o
rd
eru

n
g
en

）を
国
家
活
動
の
正
統
性
に
課
す
法
的
フ
ィ
ー
ル
ド
の
中
に
立
ち
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

15
）

な
い
。」。
つ
ま
り
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
は

法
治
国
家
・
合
法
性
の
要
求
に
従
う
。
し
か
し
、「
国
民
が
行
政
活
動
を
そ
の
民
主
的
権
利
の
行
使
を
通
じ
て
十
分
に
正
統
化
す
る
と
い
う

議
論
は
、
全
体
的
視
点
か
ら
、
完
全
に
は
説
得
力
が
な
い
。
と
い
う
の
は
、

行﹅

は
国
民
よ
り
も
ず
っ
と
多
様
で
あ
り
得
る
か
ら
で

16
）

あ
る
。」。

で
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
は
、「
顧
客
」
志
向
だ
け
で
正
統
な
行
政
運
営
が
で
き
る
と
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
民
主
的
な
制
御
の
意
味
で
の
損
失
が
、
け
れ
ど
も
、
住
民
の

間

と
、

だ
け
が

動
の

(K
u
n
d
in
n
en u

n
d K

u
n
d
en
)

だ
と
常
に
理
解
さ

れ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
託
児
所
の

n
k

は
両
親
、
消
防
の
場
合
は
建
物
の
所
有
者
と
賃
借
人
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
な
ら
ス
ポ
ー
ツ
す
る
人

等
々
。
こ
の
理
由
か
ら
、
民
主
的
制
御
の
放
棄
で
き
な
い
要
素
と
し
て
、
行
政
と
顧
客
の

す

の
関
係
の
結
果
に
関
わ
る
正
統
性
が
生
じ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
も
、
国
民
と
顧
客
の
役
割
分
割
が
二
つ
の
異
な
る
決
定
レ
ベ
ル
で
登
場

う

る
。
ａ
）

﹅
ち

(B
u
rgerin

-

n
en u

n
d B

u
rger)

は
、
国
家
は
特
定
の
領
域
で
積
極
的
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

gest

(

そ
の
活

rieb

と
場
合
に

よ
っ
て
は

には

を
規
定
す
る
。
他
方
、
ｂ
）

う政

は
こ
の
活
動
の

﹅
満﹅
足﹅
の﹅

(ko

﹅
結

rete A
u
sそ

の

﹅
に

altu
n
g)

す
な
わ
ち
、
製
品
）

﹅

影
響
を
与
え
る
。」。
こ
の
よ

が

に
、「
行
政
活
動
の

る﹅
。﹅
つ﹅
ま

国
民
を
経
て
生
じ
、
他
方
、

﹅
め

。

)

﹅
、

bet

動

﹅
ろ﹅

lich
e

﹅
つ

﹅

の﹅

顧
客
を
通
じ
て
生
じ
る

﹅

﹅

﹅
必

﹅
活﹅

で

二

の

﹅

ん﹅
、﹅

﹅
果

ゆ

﹅

く

﹅
、

ト

﹅

﹅
の﹅
た

﹅

﹅

エ

﹅
あ

メ

﹅
も

要

﹅

﹅

レ

﹅

﹅
ン

り

客
顧

部
分

一

顧
客

顧
客

国
民

則
原

度
程

用
作

顧
客

体
的
な

り
方

具

在

は

治
政

性
統
正
的

営
的

経

正
統
性
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そ﹅
れ﹅
は﹅
、﹅
効﹅
用﹅
の﹅
視﹅
点﹅
（﹅
顧﹅
客﹅
）﹅
と﹅
正﹅
義﹅
の﹅
要﹅
求﹅
（﹅
国﹅
民﹅
）﹅
と﹅
を﹅
結﹅
び﹅
つ﹅
け﹅
ら﹅
れ﹅
な﹅
け﹅
れ﹅
ば﹅
な﹅
ら﹅
な﹅
い﹅
。
結
局
、

域
に
お
い
て
は
政
治
の

優 (V
erstan

d
igu
n
g)

は
現
代
国
家
の
ひ
と
つ
の
成
功
フ
ァ
ク
タ
ー
を
意
味
し
て
い
る
。」〔
イ
タ
リ
ッ
ク
原
文
、
傍
点
引

17
）

用
者
〕。

要
す
る
に
、
シ
ェ
ド
ラ
ー
の
見
解
は
、
目
的
実
現
の
道
具（In

stru
m
en
te

）に
関
す
る「
功
利
主
義
」と
、
目
的
発
見
手
続（Z

ielfin
d
u
n
g
-

sv
erfa

h
ren

）
に
関
す
る
「
義
務
論
」
と
が
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
お
い
て
統
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で

18
）

あ
る
。

以
上
の
シ
ェ
ド
ラ
ー
の
主
張
に
対
し
て
、
国
法
学
者
マ
ス
ト
ロ
ナ
ル
デ
ィ
は
次
の
よ
う
に
応
じ
る
。

「（
個
人
的
あ
る
い
は
集
団
的
）
効
用
が
決
定
の
正
し
さ
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
〔
を
決
め
る
の
〕
は
、
民
主
的
に
正
統
な
方
法

で
具
体
化
さ
れ
た
公
益
で
あ
る
。」。「
す
べ
て
の
法
的
に
有
意
味
な
視
点
の
影
響
の
下
で
成
立
し
た
決
定
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
重
要
な
の
はIn

p
u
t-O

p
tik

（
入
力
様
相
）で
あ
る
。」。「
ど
の
よ
う
に
、
二
つ
の
正
統
性
経
路
の
結
合
が
な
さ
れ
る
か
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｍ
は
一
方
、
民
主
的
か
つ
法
治
国
家
的
手
続
の
中
で
生
み
出
さ
れ
る
国
家
政
治
的
イ
ン
プ
ッ
ト
を
通
じ
て
、

他
方
、
政
治
的
経
済
学
の
方
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
得
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
効
用
を
通
じ
て
。
目
標
と
原
則
の
領

。」。

マ
ス
ト
ロ
ナ
ル
デ

先
が
通
用
し
、
道
具
と
手
段
の
領
域
に
お
い
て
は
効
用
が
優
先
す
る
。」。
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
「
統
合
は
細
か
な
多
数
の

困
難
を
用
意
し
て

19
）

い
る
。」。「
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
制
御
の
併
存
の
み
が
あ
り
得
る
。
効
果
志
向
は
、
行
政
の
ル
ー
ル
合
致
に
並

ん
で
の
み
登
場

20
）

す
る
。」。「
顧
客
満
足
度
は
、
行
政
の
ひ
と
つ
の
不
完
全
な
正
統
化
基
準
で
し
か
あ
り
得

21
）

な
い
。」。「
結
果
だ
け
で
な
く
、

そ
の
成
立
も
正
統
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」、「
効
果
を
通
じ
た
む
き
出
し
の
正
統
性
は
、
手
続
き
に
よ
る
正
統
性
の
十
分
な
代
替
物
を
提

供
し

22
）

な
い

ト
ロ
ナ
ル
デ
ィ
に
お
い
て

ィ
が
、
シ
ェ
ド
ラ
ー
の
主
張
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。In

p
u
t-O

p
tik

が

重
要
だ
と
し
つ
つ
も
、
正
統
性
論
の
中
で
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
役
割
・
機
能
を
全
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
マ
ス

て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ

、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
副
次
的
な
位
置
に
留
め
置
か
れ

る
ま

と

国
民

の
間
の
協

顧
客

調
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い
。重

要
な
こ
と
は
、
ダ
ー
ル
や
シ
ャ
ル
フ
の
議
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
政
治
学
に
お
け
る
民
主
主
議
論
に
は
、
イ
ン
プ
ッ
ト
志
向
だ
け

で
な
く
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
志
向
の
側
面
が

23
）

あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
わ
が
国
の
公
法
学
は
民
主
主
義
論
に
お
け
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
側
面

を
忘
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

24
）

れ
る
。

さ
て
、
シ
ェ
ド
ラ
ー
は
、「
目
標
と
原
則
」
と
「
道
具
と
手
段
」
と
で
、
イ
ン
プ
ッ
ト
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
使
い
分
け
る
と
い
う
提
案
を

し
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
に
、
政
治
学
者
シ
ャ
ル
フ
、
経
営
学
者
シ
ュ
エ
ド
ラ
ー
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
法
的
に
加
工
す
る
術
は
な
い
も
の
だ

ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
ピ
チ
ャ
ー
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
国
家
に
よ
る
支
配
、
そ
れ
と
と
も
に
行
政
活
動
も
ま
た
、
最
終
的
に
、
憲
法
、
制
定
法
、
そ
し
て
法
へ
の
〔
国
家
・
行
政
活
動
の
〕
拘

束
に
よ
っ
て
の
み
、
正
統
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ

25
）

れ
る
。」。
し
か
し
、
そ
の
拘
束
の
程
度
・
内
容
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
ピ
チ
ャ
ー

ス
自
身
、
行
政
は
、「
み
ず
か
ら
の
措
置
の
正
統
性
を
、
そ
の
独
立
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
組
織
そ
し
て
手
続
責
任
の
中
で
、
共
同
、
調
整
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
合
意
（「
四
つ
の
戦
略
」）
を
通
じ
て
次
第
に
み
ず
か
ら
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら

26
）

な
い
。」、「
立
法
者
は
プ

ロ
グ
ラ
ム
責
任
を
確
定
し
、
ま
た
、
法
律
を
具
体
化
す
る
組
織
と
手
続
を
規
律
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
際
、
い
っ
そ
う
し
ば
し
ば
、

た
と
え
ば
、
保
健
制
度
に
お
け
る
「
合
同
連
邦
委
員
会
」（,,G

em
ein
sa
m
e(r)

B
u
n
d
esa

u
ssch

u
ss“

）
の
よ
う
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
実
施

形
式
を
用
い
て

27
）

い
る
。」と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
的
正
統
性
、
手
続
的
公
正
性
、
ま
た
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
が
い
う「
鑑

定
の
確
実
性
」
と
い
う
専
門
的
実
質
的
合
理
性
の
確
保
な
ど
の
条
件
を
充
た
す
こ
と
で
正
統
性
の
欠
如
・
不
足
を
代
替
・
補
充
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
特
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
も
指
摘
し
て
い
た
鑑
定
と
い
う
「
決
定
内
容
の
専
門
的
実
質
的
合
理
性
」
は
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
型
正
統
化
論
と
内
容
的
に
は
相
当
程
度
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思

28
）

え
る
。
さ
て
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
志
向
型
の
正
統
化
論
の
ほ
か
に
も
、

正
統
性
の
補
完
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
は
次
の
よ
う
な
議
論
が
あ
る
。
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ロ
）
「
権
利
保
護
」
に
よ
る
正
統
性
の
補
完

権
利
保
護
を
通
じ
た
正
統
化
の
補
完
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
二
重
課
税
、
開
発
行
政
法
、
国
際
社
会
法
な
ど
、

多
様
な
分
野
で
権
利
保
護
の
不
備
・
欠
陥
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

29
）

い
る
。

ハ
）

ガ
バ
ナ
ン
ス

ピ
チ
ャ
ー
ス
は
、「「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
名
前
の
制
御
志
向
・
モ
デ
ル
は
、
特
に
、
単
純
化
さ
れ
た
原
因
結
果
の
関
係
を
作
り
出
す

危
険
の
中
に
あ
る
。
特
に
社
会
科
学
的
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
制
御
志
向
と
、
経
済
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
規
制
手
段
と
を

法
学
的
に
取
り
扱
う
こ
と
は
、
社
会
工
学
的
な
説
明
に
尽
き
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。」
と
述
べ
て

30
）

い
る
。

ニ
）

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

「
正
当
性
の
確
保
」
の
文
脈
に
お
い
て
、「
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
」
を
語
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
城
山
英
明
『
国
際
行
政
論
』

（
二
〇
一
三
年
）
二
四
二
頁
以
下
で
は
、「
代
表
性
」「
専
門
的
中
立
性
」「
透
明
性
」「
民
主
化
」
が
語
ら
れ
、「
国
家
」
の
重
要
性
が
指
摘

さ
れ
て
か
ら
、
世
界
銀
行
等
に
よ
る
「
異
議
申
し
立
て
手
続
」（
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
・
パ
ネ
ル
〔
査
閲
パ
ネ
ル
〕）
が
検
討
さ
れ
て

31
）

い
る
。

ま
た
、
山
本
清『
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
を
考
え
る
｜
ど
う
し
て「
説
明
責
任
」に
な
っ
た
の
か
』（
二
〇
一
三
年
）は
、
お
も
に
マ
シ
ョ
ー

（M
a
sh
a
w

）、
ロ
ム
ゼ
ッ
ク
と
ド
ブ
ニ
ッ
ク
（R

o
m
zec a

n
d D

u
b
n
ick

）
の
議
論
に
依
拠
し

32
）

つ
つ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

テ
ィ
ー
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
う

33
）

え
で
、
国
家
、
市
場
、
社
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
三
つ
の
ガ
バ
ナ

34
）

ン
ス
と
、
官
僚
的
、
専
門

的
、
法
的
、
政
治
的
な
四
つ
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

35
）

テ
ィ
ー
が
区
別
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
成
果
志
向
と
民
主
的
統
制
の
一
環
と
し
て

152

第 一 部



要
求
さ
れ
る
手
続
と
は
対
立
・
コ
ン
フ
リ

36
）

ク
ト
、
も
し
く
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に

37
）

あ
る
、
と
い
う
。
最
後
に
、
三
つ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

間
で
相
互
作
用
な
り
相
互
乗
り
入
れ
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て

38
）

い
る
。
こ
こ
で
は
イ
ン
プ
ッ
ト
型
行
政
統
制
と
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
型
行
政
統
制
と
の
併
存
・
併
用
自
体
、
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注１
）

以
下
、
Ｅ
Ｕ
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
遠
藤
乾
『
統
合
の
終
焉

Ｅ
Ｕ
の
実
像
と
論
理
』（
二
〇
一
三
年
）
二
五
〇
頁
以
下
に
よ
る
。

２
）

本
稿
が
依
拠
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｍ
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
型
行
政
改
革
で
あ
る
Ｎ
Ｓ
Ｍ
（N

eu
es S

teu
eru

n
g
sm
o
d
ell

）
と
ス
イ
ス
型
行
政
改
革
で
あ
る
Ｗ
ｏ
Ｖ

（W
irk
u
n
g
so
rien

tierte V
erw

a
ltu
n
g
sfu
h
ru
n
g

）
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
大
西
有
二
「
Ｎ
Ｐ
Ｍ
と
法
・
行
政
法
｜「
成
果
志
向
」
に
よ
る

行
政
統
制
手
法
の
豊
富
化
？
｜
」『
変
容
す
る
世
界
と
法
・
政
治
・
文
化
』
北
海
学
園
大
学
法
学
部
四
〇
周
年
記
念
論
文
集
上
巻
（
二
〇
〇
七
年
）
二
二
三
頁

以
下
。

３
）

V
g
l.,
E
.
S
ch
m
id
t-A

ß
m
a
n
n
,
D
a
s A

llg
em
ein
e V

erw
a
ltu
n
g
srech

t a
ls O

rd
n
u
n
g
sid
ee,

G
ru
n
d
la
g
en u

n
d A

u
fg
a
b
en d

er v
erw

a
ltu
n
g
-

srech
tlich

en S
y
stem

b
ild
u
n
g
,
2.
A
u
fl.,

2004,
7.
K
a
p
.
R
n
.
39
(S
.
400).

４
）

V
g
l.,
E
.
S
ch
m
id
t-A

ß
m
a
n
n
,
a
a
O
(F
n
.
3).,

7.
K
a
p
.
R
n
.
40
(S
.
400 f.).

５
）

参
照
、
塩
野
宏
『
行
政
法

』
第
四
版
（
二
〇
一
二
年
）
七
五
頁
以
下
、
遠
藤
博
也
『
行
政
法

（
各
論
）』（
一
九
七
七
年
）
三
〇
頁
、
八
六
頁
、
一
六

五
頁
。

６
）

参
照
、
遠
藤
・
前
掲
書
注
（
１
）
二
五
一
頁
。

７
）

参
照
、
遠
藤
・
前
掲
書
注
（
１
）
二
五
二
頁
。

８
）

参
照
、
遠
藤
・
前
掲
書
注
（
１
）
二
五
二
頁
以
下
。

９
）

シ
ャ
ル
フ
は
、「
学
問
的
に
な
お
ほ
と
ん
ど
実
り
の
な
い
、
競
合
す
る
一
元
的
目
的
モ
デ
ル
の
間
で
の
論
争
を
め
ぐ
る
民
主
主
義
論
を
表
に
連
れ
出
し
、
ま

た
、
規
範
的
で
よ
り
複
雑
な
民
主
主
義
モ
デ
ル
の
輪
郭
を
少
な
く
と
も
端
緒
だ
け
で
も
は
っ
き
り
さ
せ
る
」
こ
と
を
目
的
に
、
一
九
七
〇
年
に
出
版
さ
れ
た

書
籍
（F

.
W
.
S
ch
a
rp
f,
D
em
o
k
ra
tieth

eo
rie zw

isch
en
 
U
to
p
ie u

n
d
 
A
n
p
a
ssu

n
g
,
1970,

v
o
rw
o
rt.

）
の
中
で
、
イ
ン
プ
ッ
ト
志
向
（in

p
u
t-

o
rien

tiert

）
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
志
向
（o

u
tp
u
t-o
rien

tiert

）
を
対
比
さ
せ
て
い
る
（a

a
O
.,
S
.
21 ff.

）。
シ
ャ
ル
フ
は
、
ま
ず
、「
民
主
主
義
の
二
つ
の
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視
点
」
と
い
う
表
題
の
下
で
、「
代
表
理
論
に
お
い
て
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
志
向
は
〔
権
力
分
立
の
よ
う
な
〕
消
極
的
な
基
準
で
は
な
く
、
積
極
的
に
、
政
治
的

決
定
の
実
質
的
合
理
性
へ
の
諸
要
求
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。」。「
最
高
度
の
政
治
的
合
理
性
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
政
治
シ
ス
テ
ム
を
装
備
す
る
こ
と
が
こ
こ

で
の
問
題
と
な
る
。」（a

a
O
.,
S
.22.

）。
つ
ぎ
に
、
イ
ン
プ
ッ
ト
志
向
に
関
し
て
は
、「
多
元
主
義
と
多
元
主
義
批
判
」
と
い
う
表
題
の
下
で
、
多
元
主
義
を

論
じ
て
い
る
（a

a
O
.,
S
.
29 ff.

）。
ま
た
、R

.
A
.
D
a
h
l,
P
lu
ra
list D

em
o
cra

cy in th
e U

n
ited S

ta
tes

・C
o
n
flict a

n
d C

o
n
sen

t,
C
h
ica
g
o 1967

を
注
で
引
用
し
て
い
る
。
な
お
、
ダ
ー
ル
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
大
嶽
秀
夫
『
政
策
過
程
』（
一
九
九
〇
年
）
一
一
三
頁
以
下
、
参
照
。

10
）

参
照
、
遠
藤
・
前
掲
書
注
（
１
）
二
五
六
頁
。

11
）

参
照
、
遠
藤
・
前
掲
書
注
（
１
）
二
五
七
頁
。
な
お
、
遠
藤
・
前
掲
書
注
（
１
）
二
六
二
頁
で
は
、「「
出
力
」
の
文
脈
で
い
え
ば
、
と
り
わ
け
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
潮
流
と
の
関
連
で
、
Ｅ
Ｕ
が
、
国
民
国
家
に
よ
る
自
己
制
御
不
全
を
補
う
こ
と
に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
効
能
を
向
上
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
正
統

性
を
帯
び
る
明
確
な
可
能
性
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。

12
）

参
照
、
遠
藤
・
前
掲
書
注
（
１
）
二
六
三
頁
。

13
）

遠
藤
は
、「
出
力
」
面
で
だ
け
、
正
統
性
の
補
完
を
検
討
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
入
力
」
の
文
脈
に
お
い
て
、
遠
藤
・
前
掲
書
注
（
１
）
二
五
七
頁
〜
二

六
〇
頁
は
、「
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（
二
五
七
頁
）、「
決
定
過
程
に
お
け
る
「
入
力
」
を
確
保
」（
二
五
七
頁
）、「
階
層
的
な
命
令
形
態
〔＝

「
官
僚
制
」〕
と

異
な
る
水
平
的
な
合
意
調
達
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
欧
州
委
員
会
や
理
事
会
の
担
当
局
員
、
各
国
政
府
代
表
、
利
益
団
体
・
市
民
運
動
家
、
と
き
に
は
欧
州
議
会

の
関
連
小
委
員
会
代
表
な
ど
の
多
様
な
ア
ク
タ
ー
の
間
に
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。」。「
こ
れ
ら
の
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
多
様
な
意
見
を
「
入
力
」
す
る
機

能
を
果
た
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
専
門
分
野
ご
と
に
お
互
い
を
監
視
・
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
能
を
も
果
た
し
て
い
る
」、「
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
正
統
化
機
能
」（
二
五
八
頁
）
を
指
摘
し
た
あ
と
、
遠
藤
は
、
Ａ
・
エ
リ
テ
ィ
エ
ー
ル
の
「
決
定
は
お
互
い
を
猜
疑
心
を
も
っ
て
監
視
す
る
多
様
な
ア
ク

タ
ー
間
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
た
め
、
政
策
形
成
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
知
識
に
富
ん
だ
ア
ク
タ
ー
の
間
に
相
互
制
御
が
作
用
す
る
。〔
中
略
〕迅
速
な
決
定

を
妨
げ
た
の
と
同
じ
不
信
は
、
強
力
な
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
機
能
す
る
。
政
体
の
多
様
な
単
位
の
間
に
存
在
す
る
こ
の
手
の
水
平

的
な
制
御
は
、
し
ば
し
ば
市
民
が
単
独
で
、
ま
た
代
表
者
を
通
じ
て
行
使
す
る
制
御
よ
り
も
実
質
上
、
よ
り
効
果
的
で
あ
る
。」（A

d
rien

n
e
 
H
eritier,

‘P
o
licy

-M
a
k
in
g
 
b
y
 
S
u
b
terfu

g
e:
In
terest A

cco
m
m
o
d
a
tio
n
,
In
n
o
v
a
tio
n
 
a
n
d
 
S
u
b
stitu

te
 
D
em
o
cra

tic
 
L
eg
itim

a
tio
n
 
in
 
E
u
ro
p
e-

P
ersp

ectiv
es fro

m
 
D
istin

ctiv
e P

o
licy A

rea
s,’
Jo
u
rn
a
l o
f E

u
ro
p
ea
n P

u
b
lic P

o
licy

,
4 /2,

1997,
p
p
.
171

89,
a
t.
p
.
180.

）
と
い
う
言
葉

を
引
用
し
て
い
る
。

な
お
、
藤
谷
武
史
「
市
場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
国
家
の
制
御
能
力
｜

公
法
学
の
課
題
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
一
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
六
七
頁
以

下
、
二
七
〇
頁
注
７
は
、「『
実
効
性
』
要
求
が
『
正
統
性
』
の
保
障
へ
の
顧
慮
を
欠
く
形
で
具
現
化
し
つ
つ
あ
る
現
状
」
を
指
摘
す
る
論
文
本
文
へ
の
注
釈
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の
中
で
、「
Ｅ
Ｕ
統
合
の
文
脈
で
は
、
政
策
実
現
過
程
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
民
主
的
正
統
性
の
欠
損
を
、
統
合
に
よ
っ
て

公
益＝

政
策
目
的
が
よ
り
実
効
的
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
機
能
主
義
的
・
帰
結
主
義
的
正
統
化
に
よ
っ
て
補
完
し
よ
う
と
す
る
議
論
も
見
ら
れ
る
が
、「
実
効

性
」
と
「
正
統
性
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
詰
め
た
検
討
を
要
す
る
。
慎
重
な
留
保
を
付
し
た
上
で
の
紹
介
」
と
し
て
、
林
知
更
「
ド
イ
ツ
に
お

け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
論
｜

Ｅ
Ｕ
と
憲
法
理
論
」
中
村
民
雄
ほ
か
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
「
憲
法
」
の
形
成
と
各
国
憲
法
の
変
化
』（
二
〇
一
二
年
）
一
七
七
頁

以
下
、
二
〇
四
頁
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
林
は
「
統
治
の
イ
ン
プ
ッ
ト
で
は
な
く
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
た
帰
結
主
義
的
な
正
統
化
論

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
公
益
の
実
現
が
直
ち
に
手
続
的
な
レ
ベ
ル
で
の
民
主
的
正
統
化
を
不
要
に
す
る
と
考
え
る
の
も
、
十
分
な
根
拠
を
欠
い
て
お
り
、
こ

の
た
め
Ｅ
Ｕ
の
民
主
制
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
な
お
完
全
に
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
に
残
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

14
）

V
g
l.,
P
.
M
a
stro

n
a
rd
i /K

.
S
ch
ed
ler,

N
ew
 
P
u
b
lic M

a
n
a
g
em
en
t in S

ta
a
t u
n
d R

ech
t
-
E
in D

isk
u
rs,

2.
A
u
fl.,

2004.

以
下
の
引
用
文
中

に
登
場
す
る
「
製
品
（P

ro
d
u
k
te

）」
な
ど
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
大
西
・
前
掲
注
（
２
）
二
二
三
頁
以
下
。

15
）

V
g
l.,
K
.
S
ch
ed
ler,

D
ie S

y
stem

a
n
fo
rd
eru

n
g
en d

es N
P
M
 
a
n S

ta
a
t u
n
d R

ech
t,
in
:
M
a
stro

n
a
rd
i /d
ers.,

a
a
O
(F
n
.
14).,

S
.
13.

16
）

V
g
l.,
S
ch
ed
ler,

a
a
O
(F
n
.
14).,

S
.
35.

17
）

V
g
l.,
S
ch
ed
ler,

a
a
O
(F
n
.
14).,

S
.
37.

18
）

V
g
l.,
S
ch
ed
ler,

a
a
O
(F
n
.
14).,

S
.
12
(A
b
b
ild
u
n
g 2).

19
）

V
g
l.,
P
.
M
a
stro

n
a
rd
i,
N
ew
 
P
u
b
lic M

a
n
a
g
em
en
t im

 
K
o
n
tex

t u
n
serer S

ta
a
tso
rd
n
u
n
g
,
in
:
d
ers. /S

ch
ed
ler,

a
a
O
(F
n
.
14).,

S
.
57.

20
）

V
g
l.,
M
a
stro

n
a
rd
i,
a
a
O
(F
n
.
19),

S
.
75.

21
）

V
g
l.,
M
a
stro

n
a
rd
i,
a
a
O
(F
n
.
19),

S
.
93.

22
）

V
g
l.,
M
a
stro

n
a
rd
i,
a
a
O
(F
n
.
19),

S
.
95.

23
）

な
お
、「
政
策
決
定
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
」
研
究
で
あ
っ
た
ダ
ー
ル
の
研
究
が
「
政
策
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
予
想
に
全
く
貢
献
し
な
」
か
っ
た
こ
と
は
、
ダ
ー

ル
の
研
究
は
「「
手
続
的
」
民
主
主
義
に
関
す
る
痛
烈
な
批
判
の
根
拠
を
提
示
し
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る
。
参
照
、
大
嶽
・
前
掲
書
注
（
９
）
一

二
九
頁
以
下
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
手
続
（
に
示
さ
れ
た
民
意
）
は
結
果
の
正
統
性
（
民
意
が
結
果
を
支
持
す
る
こ
と
）
を
全
く
保
証
し
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

24
）

た
と
え
ば
、
毛
利
透
「
行
政
権
開
放
の
諸
形
態
と
そ
の
法
理
」
法
哲
学
年
報
二
〇
一
〇
（
二
〇
一
一
年
）
六
一
頁
以
下
、
六
五
頁
は
、
法
律
執
行
段
階
で

白
紙
の
状
態
が
残
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
具
体
化
に
際
し
て
改
め
て
外
部
の
声
を
聞
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
も
許
さ
れ
る
し
、
望

ま
し
い
な
ど
と
述
べ
る
が
、
こ
こ
に
は
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
志
向
へ
の
配
慮
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
に
対
し
、
毛
利
も
引
用
す
る
、H

.-H
.
T
ru
te,
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D
ie d

em
o
k
ra
tisch

e L
eg
itim

a
tio
n
 
d
er V

erw
a
ltu
n
g
,
in
:
H
o
ffm

a
n
n
-R
iem

/S
ch
m
id
t-A

ß
m
a
n
n
/V
o
ß
k
u
h
le(H

rsg
.),
G
ru
n
d
la
g
en
 
d
es

 
V
erw

a
ltu
n
g
srech

ts,
B
d
.
I,
2006,

S
.
307 ff.

(308 f.)

は
、
法
学
の
議
論
は
規
範
的
正
統
性
と
支
配
の
社
会
的
承
認
と
し
て
の
正
統
性
と
を
区
別
す
る
と

し
つ
つ
、
同
時
に
、
被
支
配
者
の
承
認
が
な
い
法
的
支
配
は
長
続
き
せ
ず
、
こ
の
承
認
が
規
範
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
い
こ
と
、
民
主
主
義

は
学
習
の
過
程
と
し
て
開
か
れ
た
動
態
的
な
原
理
で
あ
り
、
現
実
の
諸
条
件
の
下
で
も
実
際
的
で
単
な
る
規
範
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
と
言
え
る
ほ
ど

に
再
帰
的
で
あ
っ
て
、
規
範
的
正
統
性
と
支
配
の
社
会
的
承
認
と
は
必
然
的
に
相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
規
範
を
イ
ン
プ
ッ

ト
、
承
認
を
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
理
解
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
不
当
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。V

g
l.,
a
u
ch
 
E
.
S
ch
m
id
t-A

ß
m
a
n
n
,
D
a
s A

ll-

g
em
ein
e V

erw
a
ltu
n
g
srech

t a
ls O

rd
n
u
n
g
sid
ee,

G
ru
n
d
la
g
en u

n
d A

u
fg
a
b
en d

er v
erw

a
ltu
n
g
srech

tlich
en S

y
stem

b
ild
u
n
g
,
2.
A
u
fl.,

2004,
2.
K
a
p
.
R
n
.
96
(S
.
98)

、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
著
／
太
田
匡
彦
ほ
か
訳
『
行
政
法
理
論
の
基
礎
と
課
題

秩
序
づ
け
理
念
と
し
て
の
行
政
法
総

論
』（
二
〇
〇
六
年
）
九
九
頁
枠
番
号
96
（
基
本
法
の
正
統
化
秩
序
が
２
つ
の
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
民
意
思
へ
の
「
拘
束
」
と
作
用

主
体
の
公
共
善
具
体
化
「
能
力
」
に
触
れ
て
い
る
。）。

25
）

参
照
、
ピ
チ
ャ
ー
ス
／
大
西
有
二
訳
「
晩
期
近
代
国
家
の
行
政
法
｜

現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
経
済
的
、
生
態
的
、
そ
し
て
社
会
的
発
展
状
況
を

背
景
と
し
た
ド
イ
ツ
行
政
法
の
変
容
｜

」
法
学
研
究
（
北
海
学
園
大
学
）
五
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
五
八
頁
以
下
、
二
五
七
頁
。

26
）

参
照
、
ピ
チ
ャ
ー
ス
／
大
西
訳
・
前
掲
注
（
25
）
二
五
五
頁
。

27
）

参
照
、
ピ
チ
ャ
ー
ス
／
大
西
訳
・
前
掲
注
（
25
）
二
五
四
頁
。

28
）

た
と
え
ば
、
シ
ャ
ル
フ
・
前
掲
注
（
９
）
も
ま
た
、「
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
志
向
は
」「
政
治
的
決
定
の
実
質
的
合
理
性
へ
の
諸
要
求
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

V
g
l.,
a
u
ch T

ru
te
(a
a
O
.,
F
n
.
24),

S
.
341 ff.,

S
.
342 m

it F
n
.
251.

29
）

V
g
l.,
M
.
R
u
ffert,

P
ersp

ek
tiv
en d

es In
tern

a
tio
n
a
len V

erw
a
ltu
n
g
srech

ts,
in
:
C
h
r.
M
o
llers /A

.
V
o
ssk

u
h
le /C

h
r.
W
a
lter

(H
rsg

.),

In
tern

a
tio
n
a
les V

erw
a
ltu
n
g
srech

t,
2007,

395 ff.
(409 f.

m
it F

n
.
82,

83 u
n
d 84.).

30
）

参
照
、
ピ
チ
ャ
ー
ス
／
大
西
訳
・
前
掲
注
（
25
）
二
四
五
頁
。

31
）

な
お
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
意
義
に
つ
い
て
、
英
語
文
献
と
し
て
、M

.
W
.
D
o
w
d
le(ed

.),
P
u
b
lic A

cco
u
n
ta
b
ility

:
D
esig

n
s,
D
ilem

m
a
s

 
a
n
d E

x
p
erien

ces,
2006

が
あ
る
。

32
）

参
照
、
山
本
清
『
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
を
考
え
る
｜
ど
う
し
て
「
説
明
責
任
」
に
な
っ
た
の
か
』（
二
〇
一
三
年
）
二
三
六
頁
。

33
）

参
照
、
山
本
・
前
掲
注
（
32
）
六
五
頁
以
下
、
一
三
六
頁
、
二
三
七
頁
。

34
）

参
照
、
山
本
・
前
掲
注
（
32
）
六
五
頁
以
下
、
一
三
六
頁
。
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35
）

参
照
、
山
本
・
前
掲
注
（
32
）
九
三
頁
以
下
、
一
三
八
頁
、
一
七
七
頁
、
一
九
〇
頁
。

36
）

参
照
、
山
本
・
前
掲
注
（
32
）
一
七
七
頁
、
二
二
五
頁
。

37
）

参
照
、
山
本
・
前
掲
注
（
32
）
一
七
五
頁
、
一
七
九
頁
以
下
。

38
）

参
照
、
山
本
・
前
掲
注
（
32
）
二
二
五
頁
。

４

む
す
び

国
際
行
政
法
を
検
討
す
る
と
き
、
そ
の
行
き
着
く
先
は
「
国
民
国
家
」「
主
権
」「
民
主
的
正
統
性
」
と
い
っ
た
公
法
学
の
基
礎
理
論
で

あ
っ
た
。
民
主
主
義
や
正
統
性
と
い
っ
た
概
念
自
体
の
再
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
言

１
）

え
る
。「
行
政
活
動
が
国
境
を
超
え
て
展
開
す

る
現
象
そ
の
も
の
は
確
か
に
一
九
世
紀
か
ら
存
在
し
て
」い
た
も
の
の
、「
現
在
進
行
し
て
い
る
事
態
は
、
国
民
国
家
の
存
立
そ
の
も
の
を

脅
か
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が

２
）

あ
る
」
と
は
、
あ
な
が
ち
大
げ
さ
な
話
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

思
え
ば
、
部
隊
や
兵
士
同
士
が
戦
場
で
相
ま
み
え
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
時
代
か
ら
時
は
流
れ
て
、
や
が
て
国
家
を
挙
げ
て
の
総
力
戦
と
な

り
、
全
土
が
焦
土
と
化
し
た
第
一
次
・
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
、
対
テ
ロ
戦
争
に
象
徴
さ
れ
る
国
家
不
在
の
戦
い
が
登
場
す
る
時
代
に

わ
れ
わ
れ
は
生
き
て
い
る
。

注１
）

参
照
、
遠
藤
乾
『
統
合
の
終
焉

Ｅ
Ｕ
の
実
像
と
論
理
』（
二
〇
一
三
年
）
二
六
三
頁
。

２
）

参
照
、
原
田
大
樹
「
政
策
実
現
過
程
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
公
法
理
論
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
一
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
四
一
頁
以
下
、
二
四
一
頁
。
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D
ieser B

eitra
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ird h
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n
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,
P
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f.
D
r.
R
.
P
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a
s a
n d

er D
eu
tsch

en U
n
iv
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t fu
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erw
a
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n
g
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sch
a
ften S

p
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g
ew
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m
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D
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n
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o
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n
k
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a
n
k
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n
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a
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d
a
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o
m
m
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1996 m
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n
g
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n
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a
b
en
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W
u
rd
en S

ie,
P
ro
f.
P
itsch

a
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ich
t g
eh
o
lfen h

a
b
en
,
k
o
n
n
te ich m

ein
e

 
F
o
rsch

u
n
g u

b
er d

a
s V

erw
a
ltu
n
g
srech

t in D
eu
tsch

la
n
d n

ich
t fo

rtg
esetzt h

a
b
en
,
a
u
ch w

en
n sie im

 
S
ch
n
eck

en
tem

p
o w

a
re.

こ
れ
ま
で
の
ご
学
恩
ご
厚
情
を
想
い
感
謝
し
、
謹
ん
で
本
稿
を
ド
イ
ツ
行
政
大
学
院
大
学
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
の
ラ
イ
ナ
ー
・
ピ
チ
ャ
ー
ス
先
生
に
献
呈
い
た
し

ま
す
。
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
け
れ
ば
、
文
字
通
り
牛
の
歩
み
に
も
似
た
遅
々
と
し
た
も
の
で
は
あ
れ
、
一
九
九
六
年
に
始
ま
る
筆
者
の
実
態
調
査
を
ま
じ

え
た
ド
イ
ツ
行
政
・
行
政
法
研
究
を
継
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
一
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
に
あ
る
行
政
法
」
を
統
一
テ
ー
マ
と
す
る
、
ピ
チ
ャ
ー
ス
教
授
退
官
記
念

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、「「
進
行
中
の
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
結
合
体
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
政
法
」
と
い
う
メ
イ
ン
報
告
に
対
し
、
筆
者
が
し
た
短
い
報
告
の
た
め
の
準

備
作
業
と
し
て
書
か
れ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
Ｒ
・
シ
ョ
ル
ツ
（
公
法
学
）、
Ｋ
・
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
（
政
治
学
）、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
ア
ス
マ
ン
（
行
政
法
学
）、

ペ
ー
タ
ー
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー
（
公
法
学
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
）
と
い
っ
た
蒼
々
た
る
メ
ン
バ
ー
が
寄
り
集
い
、
和
や
か
に
、
し
か
し
、
緊
張
感
に
満
ち

た
雰
囲
気
の
中
で
催
さ
れ
た
。
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